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新 旧 備考等 

第１章 北区立小・中学校長寿命化計画とは 

１ 策定の背景と目的 

北区が保有する全ての建築物の総延床面積は約７３．３万㎡に

上り、その約４４％を学校教育系施設が占めています。学校施設

の多くは、人口の急増等を受けて、昭和３０（１９５５）年代半

ばから昭和４０ （１９６５）年代半ばにかけて集中的に整備され

ました。 

こうした背景から、北区では、小・中学校の適正配置を進める

とともに、平成２６（２０１４）年３月に策定した「北区立小・

中学校改築改修計画」に基づき、改築・改修事業を積極的に推進

してきました。さらに、令和２（２０２０）年３月には、学校施

設の長寿命化に関する基本的な方針を定め、あらためて改築・改

修の考え方や手順を整理し、「北区立小・中学校改築改修計画」

と統合した 「北区立小・中学校長寿命化計画」を策定し、これに

基づき事業を推進しています。 

この「北区立小・中学校長寿命化計画」は、厳しい財政状況の

下で学校施設を計画的に改築 ・改修していくために策定したもの

です。 「長く使いこなす＝施設の長寿命化」という考え方を取り

入れ、適切な大規模改修を実施することで、施設の耐用年数を延

長し、単年度ごとの財政負担の平準化を図るとともに、必要な施

設設備の追加や校舎内の諸室を再配置するなどにより、改築まで

の期間も良好な教育環境を確保することを目指しています。 

一方で、近年の資材・労務単価の高騰、建設業界における技術

者不足、働き方改革等の影響により、改築等の事業費は想定以上

に増加しており、当該計画で定めた事業期間も現状と乖離が生じ

第１章 北区立小・中学校長寿命化計画とは 

１ 策定の背景と目的 

北区が保有する全ての建築物の総延床面積は約６９．０万㎡あ

り、そのうちの４割以上を学校教育系施設が占めています。また、

学校施設の多くは、人口の急増等を受けて、昭和３０年代半ばか

ら昭和４０年代半ばに集中的に整備されました。 

 

そこで、北区としては、小・中学校の適正配置に取り組むとと

もに、いち早く北区立小・中学校改築改修計画（平成２６年３月）

を策定して、積極的に小・中学校の改築改修事業を推進してきま

した。 

令和元年１１月現在、北区が保有する小・中学校のうち、１１

校が改築を完了し、７校が事業中（飛鳥中学校を含む）ですが、

事業未着手の学校が２９校あります。 

今後、学校施設を計画的に改築していくためには、「長く使いこ

なす＝施設の長寿命化」という考え方を取り入れて、適切な大規

模改修を実施することで、その耐用年数を延長するとともに、必

要な施設設備を追加し、校舎内の諸室を再配置する等、改築した

学校との教育環境格差を改善する必要があります。 

以上のことから、北区における学校施設の長寿命化について、

基本的な方針を定め、改めて改築改修の考え方や手順を整理する

ことにより、学校施設のライフサイクルを見据えた更新計画を検

討し、これを「北区立小・中学校長寿命化計画」（以下「本計画」

という。）として策定することとしました。 
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ています。また、原則として「居ながら改修」で進めているリノ

ベーション事業においては、工事期間中の児童の教育環境を確

保・改善する工期の短縮や、経費の削減を図っていく必要があり

ます。 

これらの状況を踏まえ、今後も継続的に改築・改修事業を実施

し、良好な教育環境を確保するため、学校改築時の施設構成や整

備基準の考え方を定めた「北区立小・中学校整備方針」（令和元

年６月策定）とともに、現在の「北区立小・中学校長寿命化計画」

を改定することとしました。 

 

２ 対象校 

本計画は、北区立小・中学校の全ての学校施設を対象とします。 

令和７ （２０２５）年１１月現在 小学校３２校／中学校１１

校／義務教育学校１校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対象校 

本計画は、北区立小・中学校の全ての学校施設を対象とします。 

令和元年（２０１９年）１１月現在 小学校３５校／中学校１

２校       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

新 旧 備考等 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和８（２０２６）年度から令和１７（２

０３５）年度までの１０年間とします。 

また、必要に応じて、おおむね５年ごとに見直すこととします。 

 

４ 学校施設の目指すべき姿 

本計画の策定及び計画の実施にあたっては、「北区立小・中学校

整備方針（令和８（２０２６）年３月改定）」の「整備に向けた４

つの視点」に基づき検討、推進していくとともに、本計画にて、

長寿命化を目的とした改修において目標とする整備内容等をで

きる限り具体的に示すこととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和２年度（２０２０年度）から令和１

１年度（２０２９年度）までの１０年間とします。 

また、必要に応じて、おおむね５年ごとに見直すこととします。 

 

４ 学校施設の目指すべき姿 

本計画の策定及び計画の実施にあたっては、「北区立小・中学校

整備方針（令和元年（２０１９年）６月改定）」の「整備に向けた

４つの視点」に基づき検討、推進していくとともに、本計画にて、

長寿命化を目的とした改修において目標とする整備内容等をで

きる限り具体的に示すこととしました。 
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新 旧 備考等 

５ 計画の位置付け 

本計画は、上位計画である「北区基本計画」、「北区教育ビジョ

ン」をはじめ、関係する各分野の計画等と整合を図りつつ、学校

施設の長寿命化を推進するための基本方針を示すとともに、改築

改修の個別の実施計画を包括して策定するものです。 

 

 

 

 

 

５ 計画の位置付け 

本計画は、上位計画である「北区基本計画」、「北区教育ビジョ

ン」をはじめ、関係する各分野の計画等と整合を図りつつ、学校

施設の長寿命化を推進するための基本方針を示すとともに、改築

改修の個別の実施計画を包括して策定するものです。 
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【北区立小・中学校長寿命化計画の位置づけ】 
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北区基本計画 

北区中期計画 
北区教育ビジョン 

関係する各分野の計画等 

（北区公共施設等総合管理計画、区有施

設保全計画、区有施設整備基本指針、地

域防災計画、環境基本計画 等） 

北区立小・中学校長寿命化計画 

北区立小・中学校 
整備方針 
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第２章 学校施設の実態 

１ 学校施設を取り巻く現状 

（１）北区人口推計 

１）年齢３区分別の人口推計 

「北区人口推計報告書（令和３（２０２１）年１０月）」による、

本区の年齢３区分別人口の推計は以下のとおりです。 

 

【年齢３区分の人口推移の特性】 

〇年少人口（０～１４歳）は、令和１３（２０３１）年にピークを

迎え、その後減少に転じます。 

〇生産年齢人口（１５～６４歳）は、令和１８（２０３６）年にピ

ークを迎え、その後は減少に転じます。 

 

 

 

第２章 学校施設の実態 

１ 学校施設を取り巻く現状 

（１）北区人口推計 

１）年齢３区分別の人口推計 

「北区人口推計報告書（平成３０年３月）」による、本区の年齢

３区分別人口の推計は以下のとおりです。 

 

 
 

【年齢３区分の人口推移の特性】 

〇年少人口（０～１４歳）は、令和１５（２０３３）年にピークを

迎え、その後減少に転じます。 

〇生産年齢人口（１５～６４歳）は、令和１０（２０２８）年にピ

ークを迎え、その後は減少に転じます。 
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２）７地区別年少人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年少人口全体の特性】 

〇基準年である令和３（２０２１）年から令和８（２０２６）年ま

での６年間で約８，０００人増加し、次の５年間（令和１３年令

和１３（２０３１）年まで）で約３，５００人、次の５年間（令

和１８（２０３６）年まで）で約１２０人増加します。 

【７地区別年少人口の特性】 

〇７地区のうち、年少人口が多い地区 

王子東地区、滝野川西地区 

〇７地区のうち、年少人口が少ない地区 

浮間地区、王子西地区、滝野川東地区 

〇令和３（２０２１）年から令和２３（２０４１）年までの間で

年少人口の伸び率が高い地区 

浮間地区、赤羽東地区、滝野川西地区、滝野川東地区 

２）７地区別年少人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年少人口全体の特性】 

〇基準年である平成３０年（２０１８）から令和５年（２０２３）

までの６年間で約４，３００人増加し、次の５年間（令和１０年

まで）で約３，０００人、次の５年間（令和１５年まで）で約４

００人増加します。 

【７地区別年少人口の特性】 

〇７地区のうち、年少人口が多い地区：滝野川西地区、王子東地

区 

〇７地区のうち、年少人口が少ない地区：滝野川東地区、王子西

地区、浮間地区 

〇平成３０年から令和１５年までの間で年少人口の伸び率が高い

地区：滝野川西地区、赤羽東地区、滝野川東地区       
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（２）児童・生徒数の変化 

令和７ （２０２５）年までの実績値及び今後５年間の推計を示

した東京都教育人口等推計報告書（令和６（２０２４）年）によ

ると、児童数は、平成２２（２０１０）年から平成２７（２０１

５）年にかけてわずかながら減少したものの、その後は増加して

います。将来推計上は、令和８（２０２６）年をピークに児童数

は減少する見込みです。 

生徒数は、令和７（２０２５）年までは増減を繰り返すように

推移していますが、令和８（２０２６）年からは増加傾向が続く

ものと推計されています。 

 

 

 

（２）児童・生徒数の変化 

平成３０年までの実績値及び今後５年間の推計を示した東京

都教育人口等推計報告書（Ｈ３０）によると、児童数は、平成２

２年から２７年にかけてわずかながら減少したものの、その後は

増加に転じ、令和元年からの推計上も増加が続く見込みです。 

 

 

生徒数は、平成３０年までは増減を繰り返すように推移してい

ますが、令和２年からは増加傾向が続くものと推計されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

更新 
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２ 学校施設の現況 

（１）学校施設一覧 

北区の小学校全体の延床面積は約１９万２千㎡、中学校全体で

は約１０万㎡で義務教育学校が約１万９千㎡で合計約３１万㎡

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校施設の現況 

（１）学校施設一覧 

北区の小学校全体の延床面積は約１９万６千㎡、中学校全体で

は約１０万３千㎡で           合計約３０万㎡と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※面積数値は体育館等を含む面積                  （出典：北区行政資料集（令和元年度）を基に作成） 

1 王 子 小 学 校 王子２－７－１ 11,975 平成20 633 － 20 －

2 王 子 第 一 小 学 校 王子５－２－８ 6,457 昭和50 553 19 17 3

3 王 子 第 二 小 学 校 王子本町２－２－５ 4,923 昭和41 234 － 8 －

4 王 子 第 三 小 学 校 上十条５－２－３ 6,093 昭和34 327 23 12 3

5 王 子 第 五 小 学 校 上十条２－１８－１７ 4,291 昭和40 200 － 7 －

6 荒 川 小 学 校 中十条３－１－６ 4,623 昭和33 144 － 6 －

7 豊 川 小 学 校 豊島３－１０－２３ 4,800 昭和41 324 19 12 3

8 堀 船 小 学 校 堀船２－１１－９ 7,209 昭和41 290 － 11 －

9 柳 田 小 学 校 豊島２－１１－２０ 4,663 昭和39 211 － 9 －

10 東 十 条 小 学 校 東十条３－１４－２３ 5,301 昭和44 443 － 14 －

11 十 条 台 小 学 校 中十条１－５－６ 7,291 昭和46 161 － 6 －

12 と し ま 若 葉 小 学 校 豊島５－３－３０ 4,927 昭和46 389 － 13 －

13 赤 羽 小 学 校 赤羽１－２４－６ 5,635 昭和36 401 21 14 3

14 岩 淵 小 学 校 岩淵町６－６ 4,668 昭和41 225 － 7 －

15 な で し こ 小 学 校 志茂１－３４－１７ 9,230 平成29 470 13 15 2

16 第 四 岩 淵 小 学 校 赤羽３－２４－２３ 3,850 昭和40 193 － 7 －

17 梅 木 小 学 校 西が丘２－２１－１５ 4,912 昭和46 489 － 16 －

18 神 谷 小 学 校 神谷２－３０－５ 4,559 昭和41 377 － 12 －

19 稲 田 小 学 校 赤羽南２－２３－２４ 4,270 昭和34 288 － 11 －

20 桐 ケ 丘 郷 小 学 校 桐ケ丘１－１０－２３ 5,828 昭和41 452 17 15 3

21 袋 小 学 校 赤羽北２－１５－３ 4,736 昭和50 429 － 14 －

22 八 幡 小 学 校 赤羽台３－１８－５ 4,251 昭和42 119 － 6 －

23 浮 間 小 学 校 浮間３－４－２７ 6,135 昭和41 620 33 20 5

24 西 浮 間 小 学 校 浮間２－７－１ 10,723 平成20 639 － 20 －

25 赤 羽 台 西 小 学 校 赤羽台２－１－３４ 4,826 昭和36 303 － 11 －

26 西 が 丘 小 学 校 十条仲原４－５－１７ 4,546 昭和41 308 － 12 －

27 滝 野 川 小 学 校 西ケ原１－１８－１０ 6,615 昭和41 476 30 15 4

28 滝 野 川 第 二 小 学 校 滝野川６－１９－４ 4,874 昭和40 325 12 12 2

29 滝 野 川 第 三 小 学 校 滝野川１－１２－２７ 5,149 昭和41 340 － 12 －

30 滝 野 川 第 四 小 学 校 東田端２－５－２３ 4,773 昭和38 333 － 12 －

31 滝 野 川 第 五 小 学 校 昭和町３－３－１２ 5,592 昭和33 266 － 10 －

32 西 ケ 原 小 学 校 西ケ原４－１９－２１ 4,428 昭和40 355 － 12 －

33 谷 端 小 学 校 滝野川７－１２－１７ 3,494 昭和34 187 － 7 －

34 田 端 小 学 校 田端５－４－１ 5,189 昭和40 527 － 16 －

35 滝 野 川 もみ じ小 学 校 滝野川３－７２－１ 4,767 昭和48 395 － 13 －

195,603 12,426 187 424 28

5,588.7

1 王 子 桜 中 学 校 王子２－７－１ 11,754 平成20 439 － 13 －

2 十 条 富 士 見 中 学 校 十条台１－９－３３ 9,569 平成23 317 － 9 －

3 明 桜 中 学 校 王子６－３－２３ 9,924 平成22 522 32 15 4

4 堀 船 中 学 校 堀船２－２３－２０ 7,423 昭和43 188 － 6 －

5 稲 付 中 学 校 赤羽西６－１－４ 9,091 平成30 369 14 11 2

6 赤 羽 岩 淵 中 学 校 赤羽２－６－１８ 9,971 平成25 500 21 14 3

7 桐 ケ 丘 中 学 校 桐ケ丘２－６－１１ 9,788 平成21 452 － 13 －

8 神 谷 中 学 校 神谷２－４６－１３ 5,296 昭和44 144 － 6 －

9 浮 間 中 学 校 浮間４－２９－３２ 6,269 昭和46 406 19 12 3

10 田 端 中 学 校 田端４－１７－１ 8,031 平成30 247 － 8 －

11 滝 野 川 紅 葉 中 学 校 滝野川５－５５－８ 9,839 平成24 425 18 12 3

12 飛 鳥 中 学 校 西ケ原３－５－１２ 6,032 昭和41 292 － 9 －

102,987 4,301 104 128 15

8,582.3

298,590 16,727 291 552 43

通常学級 特別支援
学校名 現所在地

延床面積
（㎡）

建築
年度

児童・生徒数（人） 学級数（学級）

小 学 校 合 計

中 学 校 合 計

小 ・ 中 学 校 合 計

通常学級
在籍者数

特別支援

小 学 校 平 均

中 学 校 平 均
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（２）学校施設の配置状況 

本計画の対象となる小学校３２校、中学校１１校、義務教育学

校１校の北区内の配置は以下のとおりです。 

また、地区別の施設保有面積は、浮間地区で約２６，３０７㎡、

赤羽西地区で約５８，１２０㎡、赤羽東地区で約５３，６８６㎡、

王子西地区で約２３，９２０㎡、王子東地区で約７６，１８３㎡、

滝野川西地区で約６１，３７６㎡、滝野川東地区で約１０，６４

９㎡となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校施設の配置状況 

本計画の対象となる小学校３５校、中学校１２校     の

北区内の配置は以下のとおりです。 

また、地区別の施設保有面積は、浮間地区で２３，１２８㎡、

赤羽西地区で５４，０７１㎡、赤羽東地区で４７，４７８㎡、王

子西地区で３０，６９８㎡、王子東地区で７４，４３３㎡、滝野

川西地区で５８，４１７㎡、滝野川東地区で１０，３６５㎡とな

っています。 

 

 

 

 

更新 
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新 旧 備考等 

（３）公共施設における学校施設の割合 

北区が保有・管理する全ての建築物の総延床面積は約７３．３

万㎡です。そのうち、学校教育系施設が約３２．２万㎡あり、全

体の約４４％を占めています。 

全国的に老朽化した公共施設の更新が大きな課題となってい

る中、北区においては、その課題は学校施設の更新の課題といえ

ます。 

注）「学校教育系」施設には、小・中学校、義務教育学校のほか、旧校

舎も含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）公共施設における学校施設の割合 

北区が保有・管理する全ての建築物の総延床面積は約６９．０

万㎡です。そのうち、学校教育系施設が約３０．６万㎡あり、全

体の４４．３％を占めています。 

全国的に老朽化した公共施設の更新が大きな課題となってい

る中、北区においては、その課題は学校施設の更新の課題といえ

ます。 

注）「学校教育系」施設には、小・中学校のほか、教育未来館、

教育相談所も含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 
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３ 学校施設の老朽化状況（令和７（２０２５）年度調査） 

（１）学校施設の保有量 

北区は、既存の小・中学校の多くを昭和３０（１９５５）年半

ばから昭和４０（１９６５）年半ばにかけて建設してきました。

そのため、保有する学校施設のうち６割以上は旧耐震基準の建物

となっています。その中でも築後５０年以上が経過した建物は、

全体の施設面積の約４４％を占めています。 

一方、平成２０（２００８）年以降からは、できる限り多くの

児童生徒が教育環境の充実した改築校で学べるよう中学校を優

先して改築事業を実施してきたため、グラフのような施設の保有

状況となっています。 

（令和６（２０２４）年度 施設台帳を基に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 学校施設の老朽化状況（平成３０年度調査） 

（１）学校施設の保有量 

北区は、既存の小・中学校の多くを昭和３０年半ばから４０年

半ばにかけて建設してきました。そのため、保有する学校施設の

うち６割以上は旧耐震基準の建物となっています。その中でも築

後５０年以上が経過した建物は、全体の施設面積の５割弱を占め

ています。 

一方、平成２０年以降からは、できる限り多くの児童生徒が教

育環境の充実した改築校で学べるよう中学校を優先して改築事

業を実施してきたため、グラフのような施設の保有状況となって

います。 

 

 

 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧耐震基準（昭和56年以前）

85棟（63％） 13.9万㎡（47.％）
新耐震基準（昭和57年以降）

49棟（37％） 15.7万㎡（53.％）

築50年以上

13.1万㎡（44％）

築40年以上

0.8万㎡（3％）

築30年以上

761㎡（0.3％）
築20年以上

0.2万㎡（1％）

築10年以上

8.3万㎡（28％）

築10年未満

7.2万㎡（24％）

築30年以上 86棟（64％） 14万㎡（47％）

築20年以上 87棟（65％） 14.2万㎡（48％）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

S

41

以前

43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 H

2

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 R

2

4 6

小学校 校舎 小学校 体育館 中学校 校舎 中学校 体育館 義務教育学校 校舎 義務教育学校 体育館

対象物

134棟

29.6万㎡

・ 小学校 校舎 ・ 小学校 体育館 ・ 中学校 校舎 ・ 中学校 体育館 ・ 義務教育学校 校舎 ・義務教育学校 体育館
※ 人の滞留のない倉庫等は除く



 

15 

新 旧 備考等 

（２）健全度及び部位別の劣化状況 

本計画策定にあたり、現在、改築・リノベーション事業中の学

校を除く、小・中学校に対して、劣化状況を確認するための現地

調査を実施し、建物全体の総合評価を「健全度」、部位ごとの劣化

状況を「部位別の劣化状況」として棟毎、築年別に次のとおり整

理しました。 

① 健全度（校舎） 

築後５０年以上が経過した校舎については、健全度が０～３９

点の校舎が存在することから、築後５０年以上の校舎は、優先し

て整備を行っていく必要があると考えられます。 

 

一方で、築５０年以上が経過した校舎のうち、健全度が８０点

以上の校舎もあり、これまで実施したリノベーション工事による

数値の改善がみられます。 

なお、北区では平成２４年度までに全校舎の耐震補強工事を実

施しており、一定の耐震性は確保されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）健全度及び部位別の劣化状況 

本計画策定にあたり、全小・中学校に対して、劣化状況を確認

するための現地調査を実施し、建物全体の総合評価を「健全度」、

部位ごとの劣化状況を「部位別の劣化状況」として棟毎、築年別

に次のとおり整理しました。 

① 健全度（校舎） 

築後５０年以上が経過した校舎については、健全度が６０～７

９点の校舎が最も多く、次いで４０～５９点の校舎が多くなって

います。また３９点以下の校舎も存在することから、築後５０年

以上の校舎は、優先して整備を行っていく必要があると考えられ

ます。 

また、築後４０年以上が経過した校舎群のうち、健全度が８０

点前後の棟については、これまでに実施したリフレッシュ改修に

よる数値の改善がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 

 

 

 

 

 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北区立小・中学校の健全度（校舎）】 
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1
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築10年未満
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築40～49年

築50～59年

築60年以上

80点以上
60～79点
40～59点
0～39点
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② 別の劣化状況（校舎） 

校舎の部位別の劣化状況については、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 部位別の劣化状況（校舎） 

校舎の部位別の劣化状況については、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部位別の劣化状況（校舎）】 

<①屋根・屋上 年度別劣化状況>       <②外壁 年度別劣化状況>   

 

<③内部仕上 年度別劣化状況>       <④電気設備 年度別劣化状況>   

 

<⑤機械設備 年度別劣化状況>  

 

8

1

1

2

1

4

2

3

1

11

5
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築10年未満
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築40～49年

築50～59年

築60年以上

A B C D
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1
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1
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2
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4
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6

3

1
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築40～49年
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17

5 1
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築10年未満

築10～19年

築40～49年

築50～59年

築60年以上

A B C D

ランク 劣化状況

Ａ 全体的に健全である

Ｂ
全体的に健全であるが、部分的な劣
化が進行している

Ｃ 全体的に劣化が進行している

Ｄ 全体的に顕著な劣化がある

※上記の棟数については、施設の状態を把握しやすくするため、全１０２棟のうち、校舎とは別棟の体育館等

を除いた６６棟で集計しています。 
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第３章 長寿命化の基本方針 

１．学校施設の目標使用年数 

文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」にお

いて、「実際の学校施設の物理的な耐用年数は、適切な維持管理が

なされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には７０

～８０年程度、さらに、技術的には１００年以上持たせるような

長寿命化も可能である」としていることも踏まえ、学校施設の目

標使用年数については、以下の考え方で整理します。 

 

① 平成１９ （２００７）年以前に竣工した学校（以下「既存

校」という。） 

日本建築学会が提案する鉄筋コンクリート造の耐用年数の算

定式から目標使用年数を求めます。 

 

第３章 長寿命化の基本方針 

１．学校施設の目標使用年数 

文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」にお

いて、「実際の学校施設の物理的な耐用年数は、適切な維持管理が

なされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には７０

～８０年程度、さらに、技術的には１００年以上持たせるような

長寿命化も可能である」としていることも踏まえ、学校施設の目

標使用年数については、以下の考え方で整理します。 

 

① 平成１９年（２００７年）以前に竣工した学校（以下「既

存校」という。） 

日本建築学会が提案する鉄筋コンクリート造の耐用年数の算

定式から目標使用年数を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記統一 
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既存校の目標使用年数は８０年以上と設定します 

 

② 平成２０ （２００８）年以降に竣工した学校（以下「改築

校」という。） 

日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS５ 鉄筋コ

ンクリート工事」（平成２１（２００９）年改定）では、コンクリート

について、計画供用期間の級を下表のとおり４段階に分けて定め

ており、重大な劣化が生じないとされる期間に応じた耐久設計基

準強度をそれぞれ１８、２４、３０、３６Ｎ/㎟ としています。 

 

北区では、平成２０（２００８）年以降に竣工した小・中学校

校舎のコンクリート強度は、耐久設計基準強度を３０Ｎ/㎟とし

ていることから、長寿命化を図る大規模改修工事等を考慮せず、

コンクリートの耐久強度を引用して、 

改築校の目標使用年数は１００年と設定します 

 

 

 

 

 

 

既存校の目標使用年数は８０年以上と設定します 

 

② 平成２０年（２００８年）以降に竣工した学校（以下「改

築校」という。） 

日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS５ 鉄筋コ

ンクリート工事」 （２００９年改定）では、コンクリートについて、

計画供用期間の級を下表のとおり４段階に分けて定めており、重

大な劣化が生じないとされる期間に応じた耐久設計基準強度を

それぞれ１８、２４、３０、３６Ｎ/㎟ としています。 

 
北区では、２００８年（平成２０年）以降に竣工した小・中学

校校舎のコンクリート強度は、耐久設計基準強度を３０Ｎ/㎟と

していることから、 

改築校の目標使用年数は１００年と設定します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追記 
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２ 長寿命化の基本方針 

（１）長寿命化の基本方針 

これまでの計画では、改築について、毎年１校程度の新規着手

のペースを着実に実施してきました。 

また、学校施設の長寿命化にあたっては、将来にわたって長く

使い続けるため、耐久性の向上や物理的な不具合を直すだけでな

く、建物の機能や性能向上を含む長寿命化を目的とした大規模な

改修工事を「リノベーション（長寿命化改修）」（以下「リノベ

ーション」という。）として位置づけ、こちらも毎年１校程度、

新規着手することで、改築更新時期の平準化を図ってきました。 

一方、近年の資材単価の高騰や技術者不足などによる事業費の

増加や、公共工事の供給過多による入札不調など、計画で定めた

事業着手のタイミングや事業期間は現状の計画と乖離が生じて

います。さらに、原則として「居ながら改修」で進めているリノ

ベーション事業においては、授業中の工事の音や、校内の運動ス

ペースが限定されることによる学校活動への影響など、当該計画

での課題が顕在化してきました。 

以上のことから、今後の学校施設については、「改築とリノベ

ーションの隔年着手」する方針に変更し、また、リノベーション

事業においても、原則「居ながら改修」から、改築と同様に原則

「移転改修」に変更します。これらの変更に伴い、改築・改修ス

テーションについても、現在活用している旧桜田小学校のほか、

旧田端中学校、旧稲田小学校、旧清水小学校を改築・改修ステー

ションとして整備し、改築とリノベーションの両事業をより一層

推進していきます。 

２ 長寿命化の基本方針 

（１）長寿命化の基本方針 

これまで、学校施設においては、「北区立小・中学校改築改修計

画」（以下「改築改修計画」という。）により、目標使用年数を６

５年として、計画的に改築を進めてきました。しかし、現時点で

未着手の学校の全てを建築後６５年までに改築するためには、毎

年２校程度の新規着手が必要となります。 

一方、今回の調査、分析では、適切な維持管理、改修を実施す

れば、多くの学校施設の長寿命化を見込めることが確認されまし

た。施設の余命を残して、これまで以上のスピードで改築を進め

ることは、施設の有効活用や環境への配慮、集中する財政負担な

ど多くの面で課題があります。 

以上のことから、今後の学校施設については、従前の改築ペー

スを着実に実施しながら、既存校の長寿命化を図ることで、新た

に目標使用年数を８０年以上と設定し、改築更新時期の平準化を

図ることとします。 

なお、学校施設の長寿命化にあたっては、将来にわたって長く

使い続けるため、耐久性の向上や物理的な不具合を直すのみでは

なく、建物の機能や性能を現在の学校が求められる水準まで引き

上げる、長寿命化を目的とした大規模な改修工事を「リノベーシ

ョン（長寿命化改修）」（以下「リノベーション」という。）として

位置づけ、これを主体として実施します。 

 

 

 

 

 

 

内容変更 
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（２）長寿命化サイクルについて 

【既存校のサイクル】 

〇目標使用年数：８０年以上 

〇築後約６５年を目途（目標）にリノベーションを実施します。 

〇リノベーションの実施から１５年以上使用することを前提

とした改修内容とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

リノベーション実施後、耐用年数の８０年を超えて、およそ１

５年以上経過した学校については、単に改築するのでなく、その

時点の児童・生徒数や今後の人口動態（学区の児童・生徒の推計

等）などを十分に考慮しながら、統廃合を含めた学校の適正な規

模・配置についても検討していきます。 

 

【改築校のサイクル】 

〇目標使用年数：１００年 

〇築後約２５年周期で「大規模改修」を実施します。 

〇築後約５０年の大規模改修では、教育環境の向上を図る改修

も併せて実施します。 

（２）長寿命化サイクルについて 

【既存校のサイクル】 

〇目標使用年数：８０年以上 

〇築後約６５年までにリノベーションを実施します。 

〇リノベーションの実施から１５年以上使用することを前提

とした改修内容とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改築校のサイクル】 

〇目標使用年数：１００年 

〇築後約２５年周期で「大規模改修」を実施します。 

〇築後約５０年の大規模改修では、教育環境の向上を図る改修

も併せて実施します。 

 

 

 

一部修正 

 

 

一部追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 
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第４章 改築改修計画 

１ 事業選定基準 

（１）リノベーションの選定について 

本計画に特段の定めのある場合を除き、原則として、建築年次

の古い学校から、事業化に向けた環境を整備し、順次リノベーシ

ョンを実施します。 

 

なお、近年の児童数増加に伴い、増築等の対応が必要となる小

学校については建築年次にかかわらず、本事業による効果を分析

したうえで、早期事業化の要否を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 改築改修計画 

１ 事業選定基準 

（１）リノベーションの選定について 

本計画に特段の定めのある場合を除き、全ての既存校は、リノ

ベーションの対象とし、原則として、建築年次の古い学校から、

事業化に向けた環境を整備し、順次リノベーションを実施しま

す。 

なお、近年の児童数増加に伴い、増築等の対応が必要となる小

学校については建築年次にかかわらず、本事業による効果を分析

したうえで、早期事業化の要否を検討します。 

 

 

 

 

 

一部追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部削除 
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（２）改築の選定について 

① 建築年次の古い学校 

原則として、建築年次の古い学校から事業化に向けた環境を整

備し、順次改築を実施します。 

 

② 北区立小・中学校改築改修計画の継承 

北区立小・中学校改築改修計画において、優先して改築すると

していた中学校及び昭和３０年代に建築された小学校、リフレッ

シュ改修により一定の耐久性や機能の向上が図られている小学

校は、リノベーションを経ずに、順次改築を実施します。 

ただし、次の事由に該当する場合は、必要に応じてリノベーシ

ョンを実施したうえで、引き続き改築に向けた環境の整備を目指

します。 

ア 現敷地の改築では、現行の建築基準法や条例に照らして、

必要となる学校規模の確保が困難である学校 

イ １２クラス未満の小学校（以下「小規模校」という）で、

さらに児童数の推移を見守る必要がある学校 

ウ 周辺まちづくり計画との調整を図る必要がある学校 

 

③ 地域バランスへの配慮 

学校は、学校教育はもとより、地域全体の生涯学習・スポーツ、

防災、コミュニティ等の活動環境を向上させることが期待できる

ことから区基本計画の３地域７地区の地域区分を意識し、バラン

スよく改築する学校を選定するとともに、実施順についても配慮

します。 

 

（２）改築の選定について 

① 建築年次の古い学校 

原則として、建築年次の古い学校から、事業化に向けた環境を

整備し、順次改築を実施します。 

 

② 北区立小・中学校改築改修計画の継承 

改築改修計画において、優先して改築するとしていた中学校及

び昭和３０年代に建築された小学校、リフレッシュ改修により一

定の耐久性や機能の向上が図られている小学校は、リノベーショ

ンを経ずに、順次改築を実施します。 

ただし、次の事由に該当する場合は、必要に応じてリノベーシ

ョンを実施したうえで、引き続き改築に向けた環境の整備を目指

します。 

ア 現敷地の改築では、現行の建築基準法や条例に照らして、

必要となる学校規模の確保が困難である学校 

イ １２クラス未満の小学校（以下「小規模校」という）で、

さらに児童数の推移を見守る必要がある学校 

ウ 周辺まちづくり計画との調整を図る必要がある学校 

 

③ 地域バランスへの配慮 

学校は、学校教育はもとより、地域全体の生涯学習・スポーツ、

防災、コミュニティ等の活動環境を向上させることが期待できる

ことから区基本計画の３地域７地区の地域区分を意識し、バラン

スよく改築する学校を選定するとともに、実施順についても配慮

します。 

 

 

 

 

 

 

 

表記統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

新 旧 備考等 

④ 児童・生徒数の増加に伴う教育環境の確保 

大規模な住宅開発等により、児童・生徒数が大幅に増加し、増

築等では教育環境の確保できない学校で、かつ隣接する学区域と

の調整が困難な学校については、改築による対応を検討します。 

 

２ 実施計画 

（１）リノベーション事業 

 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 

谷端小学校 ➡完成     

豊川小学校 ➡完成     

王子第五 
小学校 

工事 ➡ ➡完成   

岩淵小学校 設計 工事 ➡完成   

滝野川第三
小学校 

調査    
 

（２）改築事業 

 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 

都の北学園 ➡完成     

堀船中学校 工事 ➡完成    

赤羽台西 
小学校 

工事 ➡ ➡完成 校庭整備 ➡ 

十条小学校 工事 ➡ ➡ ➡完成  

滝野川第五

小学校 
設計 工事 ➡ ➡  ➡完成 

学校一校  調査 設計 ➡ 工事 

 

 

 

 

 

④ 児童・生徒数の増加に伴う教育環境の確保 

大規模な住宅開発等により、児童・生徒数が大幅に増加し、増

築等では教育環境の確保できない学校で、かつ隣接する学区域と

の調整が困難な学校については、改築による対応を検討します。 

 

２ 実施計画 

（１）リノベーション事業 

 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

飛鳥中学校 工事 完成    

滝野川 

第四小学校 
設計 工事 ⇒ ⇒完成  

谷端小学校  設計 工事 ⇒ ⇒完成 

未定   設計 工事 ⇒ 

未定    設計 工事 

未定     設計 

（２）改築事業 

 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

王子 
第一小学校 

工事 ⇒完成    

西が丘 
小学校 

工事 ⇒ ⇒完成   

（仮称） 
都の北学園 

工事 ⇒ ⇒ ⇒ 
完成 

校庭整備 

堀船中学校 設計 ⇒ 工事 ⇒ ⇒ 

赤羽台西 
小学校 

  設計 ⇒ 工事 

未定    設計 ⇒ 

未定     設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 
校名 

校名 
令和 

令和 
校名 

令和 
校名 

令和 11 年度末の事業完了を目指す 
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学校施設のリノベーション及び改築の実施計画は上記のとお

りです。 

なお、詳細な事業計画等については、「北区基本計画」、 「北区中

期計画」及び毎年度の予算等で明らかにしていきます。 

 

 

３ 改築及び改修の進め方 

（１）リノベーションの進め方 

① 事業期間 

リノベーションは、仮校舎（以下、「改築・改修ステーション」

という。）への移転を原則とします。この方式を採用することで、

工事による騒音や振動、校内運動スペースの制限といった児童・

職員等への負担を最小限に抑えることができ、また、工事を効率

よく実施できるため、居ながら工事と比較して工期の短縮とコス

ト削減にもつながります。なお、対象施設の立地条件や、改築ス

テーションの利用状況等により、移転工事での実施が困難と判断

される場合は、仮設校舎（プレハブ校舎）を設置しての居ながら

工事による実施を検討します。 

移転工事の場合、設計１５ヵ月、工事１８ヵ月程度が必要であ

り、躯体調査を設計の前年度に実施することを踏まえると、計３

ヵ年度の事業となります。 

なお、対象校から移転先への引越しを夏休み、移転先から対象

校への引越しを翌年度末に実施することを標準スケジュールと

することで、移転工事による児童への影響と引越しの負担を最小

限に抑えるよう努めます。 

学校施設のリノベーション及び改築の実施計画は、上記のとお

りです。 

なお、詳細な事業計画等については、「北区基本計画」、「北区中

期計画」、及び毎年度の予算等で明らかにしていきます。 

 

 

３ 改築及び改修の進め方 

（１）リノベーションの進め方 

① 事業期間 

リノベーションは、引っ越しの負担、放課後の居場所等児童に

かかる負担を考慮するとともに、できる限り早期に多くの学校改

修を実現するため、原則として居ながら改修とし、調査・設計に

１年、工事に３年間を見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容変更 
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＜リノベーション期間中のイメージ＞ 

年 事業内容 

学校運営先 

リノベーション 

工事校 
一時移転先 

１年目 設計１年目 既存校舎  

２年目 
設計２年目（３ヵ月） 

工事１年目（６ヵ月） 

既存校舎 

既存校舎 
改築・改修ステーション 

３年目 工事２年目（１２ヵ月） 既存校舎 改築・改修ステーション 

 

② 実施内容 

改修内容は、次項の「４ リノベーションの整備水準」を基本

とし、施設の耐久性を確保したうえで、機能性や教育環境、学校

生活の快適性についても向上を図りながら実施します。 

 

工事にあたっては、対象となる学校ごとに老朽度等事前調査を

実施し、躯体のコンクリートの劣化状況等を検証するとともに、

必要に応じて長寿命化に必要な構造上の補強、改良工事を実施し

ます。 

また、住宅密集地や狭あい道路に面した学校の中には、現行の

建築基準法や都市計画法等、日影規制、接道条件等を満たしてい

ない施設があります。このような施設において増床を検討する場

合には、事前調査や設計の過程で、法令上不適格となっている部

分に対する要改善事項を予め整理したうえで、状況によっては必

要な行政手続きを経て事業に着手します。 

なお、敷地条件等により増床が困難な場合には、不要な諸室の

見直しや、共用スペースの活用可能性を検討することで、必要な

諸室の確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

② 実施内容 

改修内容は、次項の「４ リノベーションの整備水準」を基本

とし、耐久性・機能性の向上を図るとともに、教育環境の向上や、

学校生活の快適性についても、改築校にできる限り近づくように

工夫して実施します。 

また、工事にあたっては、対象となる学校ごとに老朽度等事前

調査を実施し、躯体のコンクリートの劣化状況等を検証するとと

もに、必要に応じて長寿命化に必要な構造上の補強、改良工事を

実施します。 

なお、住宅密集地や狭あい道路に面した学校の中には、現行の

建築基準法や都市計画法等、日影規制、接道条件等を満たしてい

ない施設があります。このような施設において増床を検討する場

合には、事前調査や設計の過程で、法令上不適格となっている部

分に対する要改善事項を予め整理したうえで、状況によっては建

築審査会の審査を経て事業に着手します。 

 

 

 

図追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部修正 

 

追加 
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③ 実施方法 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 改築・改修ステーションへの移転 

改築・改築ステーションの活用に先立ち、対象校の小・中学校

の別や、規模（児童・生徒数）に応じて改築 ・改修ステーション

の整備を行います。特に中学校として活用していた改築 ・改修ス

テーションを小学校の移転先として活用する場合、建築基準法等

への適用状況を整理し、整備内容に反映する必要があります。 

また、移転工事とする場合、移転先となる改築・改修ステーシ

ョンの立地によっては送迎バス等による通学支援の検討が必要

となります。 

そのため、対象校の規模や児童・生徒数に応じた車両台数、最

適な送迎ルート、送迎に要する時間の調整のほか、バスの運行に

係る改築・改修ステーション及び対象校周辺の道路幅員を事前に

確認・検討していきます。 

あわせて、わくわくひろば（学童クラブ、放課後子ども教室）

についても、移転先での運営を原則とします。 

 

 

③ 実施方法 

ア 合意形成のための全体計画の作成 

工事に起因する大きな騒音や振動、停電・断水等を伴う工事に

ついては、できる限り夏休みや休日等に工事を計画しますが、そ

れ以外の平常時においても、一定の騒音・振動等が伴う工事を実

施することになります。 

したがって、工事着手にあたっては、事業完了までの全体計画

を作成し、学  校関係者との調整を図るとともに、保護者、近

隣住民等幅広いみなさんの理解と協力のもと事業を推進してい

きます。 

 

イ 年次工事計画に基づく校舎内の転用計画 

学校と授業時間や学校行事等の調整を図りながら、校舎内をブ

ロックごとに移動する転用計画を作成して、工事による学校活動

への影響と安全管理に万全を期するとともに、計画的に適正な施

工管理を行います。 

また、仮移転が困難な特別教室等は、授業内容を含めた学校活

動との調整を行います。 

なお、給食室は、仮移転が困難なため、当該スペースの工事期

間に限り、校外からの給食の提供等を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容変更 
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＜「改築・改修ステーションへの移転によるリノベーション」のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 仮設校舎（プレハブ校舎）を設置する仮設計画 

工事着手に先立ち、敷地内の空きスペースに仮設校舎（プレハ

ブ校舎）を設置し、居ながら工事によって不足が見込まれる諸室

を確保します。 

居ながら工事となるため、工事エリアが学校運営に干渉しない

よう工区分けをし、工事エリアに該当する教室を順次仮設校舎に

移動しながら工事を進めます。 

また、仮設校舎の設置により運動スペースが不足する場合は、

学校と協議のうえ代替施設の確保を検討します。 

なお、工事に起因する大きな騒音や振動、停電・断水等を伴う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 仮設校舎（プレハブ校舎）を設置する仮設計画 

必要に応じて、学校敷地内に仮設校舎（プレハブ校舎）を設置

し、順次移転するために必要な教室を確保します。 

 

 

 

 

また、仮設校舎により運動スペースが不足する場合は、学校と

協議のうえ代替施設の確保を検討します。 

 

図追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容変更 

 

 

 

 

 

 

 

一部追加 

校舎

体
育
館

プール

全面
・ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ工事
※増床工事
※校庭整備

校舎

体
育
館

プール

校庭

体
育
館

プール

校庭

改築･改修ステーション

体
育
館

校庭

引越し
（8月）

引越し
（3月）

校舎

【工事期間中】

リノベーション実施校では、
全面的に校舎･体育館等の
工事を行います。
リノベーション実施校の状
況を踏まえ、必要に応じて
増床工事を実施します。

【工事着工前】

工事着手にあたり、事前に
整備を行った改築･改修ス
テーションに引越します。
改築･改修ステーションへ
の引越しは、原則8月に実
施し、引越しによる影響･
負担が最小限となるよう努
めます。

【新校舎･体育館完成】

改築･改修ステーションか
ら元の校舎に引越します。
元の校舎への引越しは、原
則3月に実施し、引越しに
よる影響･負担が最小限と
なるよう努めます。

※網かけ部分は工事
エリアを示します。
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工事については、できる限り夏休みや休日等に工事を計画します

が、それ以外の平常時においても、一定の騒音・振動等が伴う工

事を実施することになります。 

工事着手にあたっては、事業完了までの全体計画を作成し、学

校関係者との調整を図るとともに、保護者、近隣住民等の理解と

協力のもと事業を推進していきます。 

 

＜「仮設校舎の設置計画」のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「仮設校舎の設置計画」のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【工事期間中】 

校庭等に仮設校舎を設置。 

工事が完了した教室から既存校舎へ戻り、次に工事が入る教室は仮

設校舎へ移転する。 

校 舎 

体育館 

仮設校舎 プール 

校 舎 校 舎 

体育館 

仮設校舎 プール 

校 舎 

仮設校舎

校舎

体
育
館

プール

・仮設校舎整備

【工事期間中】

仮設校舎設置後、校舎を複数の工区に区分けし、工事を実施するエ
リアに該当する教室は仮設校舎に移動します。
工事が完了した教室より順次既存の校舎に戻り、次に工事を実施す
るエリアに該当する教室が仮設校舎に移動します。
全ての工事が完了後、仮設校舎を解体し、校庭整備等の工事を実施
します。

【仮設校舎整備】

校舎･体育館等のリノベー
ション工事着手に先立ち、
学校敷地内（校庭等）に仮
設校舎を設置します。

校舎

体
育
館

プール

校舎

仮設校舎

校舎

体
育
館

プール

校舎

仮設校舎

移動 戻る 移動

※網かけ部分は工事エリアを示します。
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（２）改築の進め方 

① 事業期間 

改築は、原則、改築・改修ステーションを活用した移転工事と

し、移転工事による実施が困難と判断される場合は、居ながら工

事による実施を検討します。事業期間は、設計に２年、工事（既

存校舎解体含む）に３年の計５ヵ年度を標準スケジュールとしま

す。ただし、対象校の周辺環境や工事規模等により、５ヵ年度を

超える事業期間となる場合があります。 

なお、リノベーションと同様に、対象校から移転先への引越し

を夏休み、移転先から対象校への引越しを翌年度末に実施するこ

とを標準スケジュールとします。また、わくわくひろば（学童ク

ラブ、放課後子ども教室）についても、移転先での運営を原則と

します。 

 

＜改築期間中のイメージ＞ 

年 事業内容 
学校運営先 

改築工事校 一時移転先 

１年目 設計１年目 既存校舎  

２年目 設計２年目 既存校舎  

３年目 新築工事１年目 既存校舎解体 改築・改修ステーション 

４年目 新築工事２年目  改築・改修ステーション 

５年目 新築工事３年目 （新校舎） 改築・改修ステーション 

 

 

 

 

（２）改築の進め方 

① 事業期間 

 

 

設計 （既存校舎解体含む）に２年、新築工事２年の４年間とし

ます。 

ただし、対象校の周辺環境や工事規模等により、４年を超える

事業期間となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

＜改築期間中のイメージ＞ 

年 事業内容 
学校運営先 

改築予定地 一時移転先 

１年目 設計１年目 既存校舎  

２年目 
設計２年目 

既存校舎解体 

既存校舎 
（解体まで） 

 
仮校舎 

（校舎解体後） 

３年目 新築工事１年目  仮校舎 

４年目 新築工事２年目 （新校舎） 仮校舎 

 

 

 

 

 

 

内容変更 
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② 実施方法 

ア 改築・改修ステーションへの移転 

リノベーションにおける移転工事同様、事前に改築・改修ステ

ーションの整備内容と送迎バス等による通学支援に係る確認・検

討を行います。 

 

＜「改築・改修ステーションへの移転による改築」のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実施方法 

ア 仮校舎または改築ステーションへの移転 

工事中の教育環境の確保と、円滑な工事の実施のために、望ま

しい方法として、近隣において同等施設（仮校舎）の確保に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容変更 

 

 

 

 

図追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存校舎

体
育
館

プール

全面
・解体工事
・新築工事
※校庭整備

既存校舎

体
育
館

プール

校庭

体
育
館

校庭

引越し
（8月）

引越し
（3月）

新校舎
体育館

プ
ー
ル

校庭

【工事期間中】

改築実施校では、全面的に
既存校舎･体育館等の解体
を行います。
解体工事完了後、新校舎等
の新築工事を行います。

【工事着工前】

工事着手にあたり、事前に
整備を行った改築･改修ス
テーションに引越します。
改築･改修ステーションへ
の引越しは、原則8月に実
施し、引越しによる影響･
負担が最小限となるよう努
めます。

【新校舎･体育館完成】

改築･改修ステーションか
ら新校舎に引越します。
新校舎への引越しは、原則
3月に実施し、引越しによ
る影響･負担が最小限とな
るよう努めます。

※網かけ部分は工事
エリアを示します。

改築･改修ステーション
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イ 既存校舎の居ながら改築 

対象校の立地条件や改築・改修ステーションの利用状況によ

り、移転工事による事業実施が困難な場合は、既存校舎にて学校

運営を継続しながら、敷地内の校庭部分等に新校舎を建築しての

居ながら改築を検討します。 

工事期間中は運動スペースやプール機能の不足が想定される

ため、学校と協議のうえ代替施設の確保を検討します。 

 

＜「既存校舎の居ながら改築」のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 既存校舎の居ながら改築 

敷地内の校庭部分等に新校舎を建てる場合は、既存校舎での居

ながら改築を検討します。 

 

 

 

 

 

＜「既存校舎の居ながら改築」のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容変更 

 

 

 

 

 

 

図変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存校舎

体
育
館

プ
ー
ル

校庭

【既存校舎解体】

新校舎の新築後、既存校舎
から新校舎に移動します。
移動後、既存校舎及び体育
館の解体工事を行います。

【新校舎整備】

敷地内の校庭及び外構部分
で新校舎の建築工事を行い
ます。
工事中は既存校舎･体育館
を利用します。

【校庭等整備】

既存校舎･体育館の解体後、
跡地にて校庭整備等の工事
を行います。
※必要に応じてプール等の

整備を行います。

新校舎

・新校舎整備

既存校舎

体
育
館

新校舎

・解体工事

移動

新校舎

・校庭整備等

※網かけ部分は工事エリアを示します。

校 舎 

体育館 

【工事期間中】 

敷地内の校庭及び外構部分で新

校舎の建築工事を行います。 

工事中は既存校舎・体育館を利用

します。 

※網かけ部分は工事エリア 

【新校舎完成・校庭整備】 

既存校舎から新校舎へ移動しま

す。 

移動後、既存校舎・体育館を解体

し、校庭整備等の工事を行います。 

新校舎 

工事中 

校 舎 

体育館 

新校舎 

開設 

解体工事 

校庭整備 
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ウ 仮設校舎の居ながら改築 

イの手法同様、移転工事による事業実施が困難な場合は、同一

敷地内に新校舎完成までの間、使用する仮設校舎（プレハブ校舎）

を設置しての居ながら改築を検討します。 

既存校舎を解体（学校運営に係る必要最低限の教室を全て移

動）するため、ある程度規模の大きな仮設校舎を設置する必要が

あります。 

また、イ及びウの手法による改築実施にあたっては、工事に起

因する騒音、振動の抑制、運動場の代替施設確保等について、可

能な限り必要な対策を講じます。 

 

＜「仮設校舎の居ながら改築」のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 仮設校舎の居ながら改築 

ア・イのいずれの手法も困難な場合は、同一敷地内に新校舎完

成までの間、使用する仮設校舎（プレハブ校舎）を建設しての居

ながら改築を検討します。 

 

 

 

 

  

 

＜「仮設校舎の居ながら改築」のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イ及びウは、引っ越しの負担が軽減するとともに、学童クラブの移

転を要しないというメリットもありますが、実施にあたっては、工

事に起因する騒音、振動の抑制、運動場の代替施設確保等について、

可能な限り必要な対策を講じます。 

 

内容変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

図変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存校舎

体
育
館

【既存校舎解体･新校舎整備】

仮設校舎に移動し、既存校
舎･体育館を解体します。
既存施設の解体後、跡地に
新校舎･体育館を建築しま
す。

【仮設校舎整備】

敷地内の校庭及び外構部分
に仮設校舎を建築します。

【仮設校舎解体･校庭整備等】

新校舎に移動し、仮設校舎
を解体します。
仮設校舎の解体後、跡地に
て校庭整備等工事を行いま
す。

仮設校舎

※網かけ部分は工事エリアを示します。

・仮設校舎整備

プール

既存校舎

体
育
館

仮設校舎
プール

移動

・解体工事

新校舎
体育館

仮設校舎

移動

・仮設校舎解体
・校庭整備等 校 舎 

体育館 

新校舎 

体育館 

【工事期間中】 

校庭に仮設校舎を建てて移動し

ます。 

既存校舎・体育館は解体し、新校

舎の建築工事を行います。 

※網かけ部分は工事エリア 

【新校舎・体育館完成】 

仮設校舎から新校舎へ移動しま

す。 

移動後、校庭の仮設校舎を解体

し、跡地を校庭にする工事を行

います。 

仮設校舎 
校 

庭 
仮設校舎 

解体工事 

校庭整備 
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４ リノベーションの整備水準  

（１）リノベーションの整備レベル 

リノベーションにおいては、社会的要求水準にあわせて配慮す

べき性能に対して、部位ごとの適切な整備レベルを設定します。 

 

また、施設の耐久性を確保したうえで、機能性、教育環境の向

上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ リノベーションの整備水準  

（１）リノベーションの整備レベル 

リノベーションにおいては、施設整備の耐久性を確保したうえ

で、社会的要求水準にあわせて配慮すべき性能に対して、部位ご

との整備レベルを設定し、適切な仕様を選択します。 

また、学習環境、快適性の向上を図り、改築校との格差改善を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容変更 
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内容変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位 整備レベル（改定版） 現状の校舎レベル 

外
部
仕
上
げ 

外部仕上げ 

屋上 
塗膜防水（遮熱性トップコート） 

アスファルト防水 

保護コンクリート 

外壁 
塗装改修（防水形複層塗材） 

高耐久化（トップコート） 
外壁塗装（複層薄塗材） 

外部開口部 既存サッシ（部分改修） 既存サッシ 

その他外部 鉄骨階段等（耐候性塗装） 既存鉄骨階段等 

内
部
仕
上
げ 

内部仕上げ 

内装仕上げ 
内部の部分撤去・更新（金属下地） 

石膏ボード（天井木下地） 

貼りのうえ塗装仕上げ 

トイレ 

レイアウトの変更・更新 

内装の全面撤去（ドライ化） 

手洗い自動水栓 

タイル張り（湿式） 

手洗い手動水栓 

全面洋式化 和式（８割洋式） 

電
気
設

備 電気設備 

受変電設備更新 

配管・配線の更新 
既存受変電設備 

照明器具更新（LED 化） 蛍光灯照明 

機
械
設
備 

給排水・ 

衛生設備 

受水槽更新（加圧ポンプ方式） 既存受水槽 

屋外埋設配管更新 

PS 内配管等の更新 

水廻り衛生器具の更新 

既存屋外埋設配管 

既存 PS 内配管等 

既存水廻り衛生器具 

空調換気設備 

空調機の更新 

加湿設備 
既存空調機・FF 暖房 

居室の換気システムの更新（全熱交換器） 換気扇 

そ
の
他 

校庭 ゴムチップ舗装 特殊舗装・土系舗装 

屋外トイレ 

内装の全面改修 

段差解消 
男女間仕切りなし 

洋式化 和式（一部洋式） 

リノベーションにおいて目指す機能向上の項目 

学習環境の向上 生活環境の向上 
防災・防犯 

機能向上 
環境性能向上 バリアフリー化 

・多様な学習の場 
・採光・通風 

・熱負荷低減 等 

・防犯（監視） 

・自家発電 等 

・太陽光発電 

・緑化 等 

・昇降機設置 

・サイン計画 等 

リノベーションにおいて配慮すべき項目 

可変性 更新の容易性 耐久・耐候性 メンテナンス性 省エネ・省資源 

外部仕上げ
屋上

外壁

外部開口部

その他外部

内部仕上げ
内装仕上げ

トイレ

電
気
設
備

電気設備

給水設備

空調設備

校庭

屋外トイレ

部　位

外
部
仕
上
げ

内
部
仕
上
げ

そ
の
他

機
械
設
備

リノベーションにおいて配慮すべき項目

リノベーションにおいて目指す機能向上の項目

鉄骨階段等（耐候性塗装）

スイッチ・コンセント類
増設・更新

全数洋式化

既存補修防球ネット・支柱更新

和式（一部洋式）

男女間仕切りなし

特殊舗装・土系舗装

水回り衛生器具の更新

加湿設備

洋式化

建替

ゴムチップ舗装

既存空調機・FF暖房

屋外埋設配管更新

蛍光灯照明

受変電設備更新

内装の部分撤去
・更新

ファサードの整備

フェンス改修

換気扇

塗装改修
（可とう型改修塗材）

自動洗浄小便器

改質アスファルト防水
（断熱材あり）

アスファルト防水
保護コンクリート

塗膜防水
（遮熱性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ）

外壁塗装（複層薄塗材）

断熱なし

サッシ交換 二重サッシ

日射抑制

内装の全面撤去・更新
内装の部分撤去

・更新
石膏ボード（天井木下地）

貼りのうえ塗装仕上

内装の全面撤去
レイアウト変更・更新

和式（8割洋式）

既存受変電設備

配管・配線の更新 照明器具更新（ＬＥＤ化）

ＰＳ内配管等の更新

空調新設（調理室等）

居室の換気ｼｽﾃﾑ更新（熱交換）

高
整備レベル

既存サッシ

断熱

窓上小庇

節水洗浄装置

既存受水槽

学習環境の

向上
生活環境の

向上

防災・防犯

機能向上

環境性能

向上
バリアフリー化

・多様な学習の場 ・採光・通風

・熱負荷低減 等
・太陽光発電

・緑化 等

・防犯（監視）等

・自家発電

・昇降機設置

・サイン計画 等

可変性 更新の容易性 耐久・耐候性 メンテナンス性 省エネ・省資源

既存サッシ
強化ガラス交換

内装の仕上げ面
塗り替え

ブース改修

内装の全面改修

空調機の更新

特殊舗装全面改修

防球ネット張替え

現状の整備レベル

盤改修・ブレーカー交換

内装の部分改修

受水槽交換

シート防水

雨水・中水利用

換気扇の更新

フェンス塗装

遮熱

塗装改修
（防水形複層塗材）

塗装補修

高耐久化
(トップコート)

手洗い自動水栓

高圧ケーブル等の更新

人工芝

段差解消

：標準的な整備レベルの選択例

多機能化
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（２）リノベーションの整備項目 

項
目 

区分 

部位等   
耐久性向上工事 機能性向上工事 

構
造
躯
体 

 

◎クラック等補修 

●主要構造部の中性化対策 
●鉄筋かぶり厚さ確保対策 

- 

外
部 

屋上 

◎既存防水保護層上に防水
改修 

●フェンスの塗装 

●既存防水保護層撤去の上、
防水改修 

◎遮熱塗料仕上げ塗り 

外壁 
◎外壁塗装改修（高耐久塗

料） 
 

- 

設備 

◎給水設備の更新（受水槽・
加圧ポンプ※１） 

◎給排水埋設管の更新 

◎キュービクルの更新 
●配管類のメンテナンス性

向上 

◎屋外トイレの洋式化 
●屋外スピーカーの更新 

環境 - 

◎既存サッシ部分改修（建具
調整等） 

防災 

◎防火設備改修 
◎消火、消防設備改修 

◎マンホールトイレ等の設
置 

◎屋上ヘリサインの設置 

◎防災用自家発電の設置 

その他 

◎防球ネット張替え・補修等 
◎鉄骨階段等補修（耐候性塗

装） 
●プールの全面改修 
          

●既存遊具等の撤去及び更
新 

●塀改修 
●植栽帯の再整備 

内
部
ᶝ
屋
内
ᶞ 

教室 
◎内装仕上げ材の高耐久化

※２ 
●収納等家具改修 
●更衣用のカーテンレール

設置 

廊下・階段 
◎内装仕上げ材の高耐久化

※２ 
- 

トイレ ◎内装仕上げ材の高耐久化 ◎便器の洋式化 

（２）リノベーションの整備項目 

項
目 

区分 

部位等   
耐久性向上工事 機能性向上工事 

構
造
躯
体 

 

◎クラック等補修 

●主要構造部の中性化対策  
●鉄筋かぶり厚さ確保対策  

 

外
部 

屋上 

◎既存防水保護層上に防水
改修  

          

●既存防水保護層撤去の上、
防水改修 

◎遮熱塗料仕上げ塗り 
 

外壁 
◎外壁塗装改修（高耐久塗

料） 
○二重サッシ 

○外壁断熱 

○外壁遮熱 

設備 

◎給水設備の更新（受水槽・
増圧ポンプ） 

◎給排水埋設管の更新 

●キュービクルの更新 
●配管類のメンテナンス性

向上 

◎屋外トイレの洋式化 
●屋外スピーカーの更新 
 

環境 － 

              
 

○LOW-ｅガラス改修 
○日照調整機能（ルーバー

等）の導入 

●外部サッシ改修 

防災 

◎防火設備改修 
◎消火、消防設備改修 

◎マンホールトイレ等の設
置 

◎屋上ヘリサインの設置 
○中央監視盤の設置 
○非常用発電機の設置 

その他 

              
              

●プールの全面改修 
●防球ネット等改修 

●既存遊具等の撤去及び更
新 

●塀改修 
○植栽帯の再整備 

内
部
ᶝ
屋
内
ᶞ 

教室 ◎内装仕上げ材の高耐久化 ◎収納等家具改修 

廊下・階段 ◎内装仕上げ材の高耐久化 － 

トイレ ◎内装仕上げ材の高耐久化 ◎便器の洋式化 

 

一部修正 
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設備 

◎高効率照明の導入（LED
化） 

◎空調設備等の更新 
◎配管・配線等の更新 
●分電盤の改修、ブレーカー

の交換 

◎照明設備人感センサーの
設置 

◎加湿器の新設（特別教室系
統を除く） 

●スイッチ・コンセント類の

増設・更新 
●電気配管等のルートの最

適化 

●空調設備の新設 

そ
の
他 

諸室 

その他 

◎非構造部材の耐震化 ◎管理諸室の内装改修 
 

●給食室のドライ化 

バリアフリー - 

◎避難所動線の整備（手すり
設置・段差解消等） 

◎EV 設置 

●屋外トイレのバリアフリ
ー化（段差解消） 

注） ◎ 原則実施します。 

● 調査の結果、必要に応じて実施します。 

※１ 受水槽は鋼製の場合再利用を検討する。 

※２ 最上階のみ空調効率を考慮して、断熱や機器能力を高めることを検討する。 

 
項
目 

区分 
部位等   

教育環境向上工事 

構
造
躯
体 

 - 

外
部 

屋上 - 

外壁 ●景観や学校の特色に配慮した外壁デザイン 

設備 - 

環境 
◎緑化推進（壁面緑化、樹木の老朽化に伴う更新等） 
◎ビオトープ、菜園の整備 

●太陽光発電設備の設置及び見える化モニター設置 

安全・安心 
◎安全面の機能向上（各階冷水機設置、防犯カメラの整備、

門・出入口のオートロック、教室の内鍵設置等） 

その他 ◎全天候型グラウンド（ゴムチップ舗装）※３ 

内
部
ᶝ
屋
内
ᶞ 

教室 

◎普通教室、特別教室のリニューアル 
◎汎用性の高い設え（少人数教室、多目的室の整備、普通教

室への転用等を想定した設え） 

◎ICT 環境への対応（短焦点プロジェクター設置等） 
◎収納スペースの拡充（教室内ランドセルロッカーサイズの

最適化） 

設備 

◎高効率照明の導入（LEＤ
化） 

◎空調設備等の更新 
●電気配管等の更新 
          

◎照明設備人感センサーの
設置 

◎換気扇の更新 
 
        

 
○電気配管等のルートの最
適化 

○空調設備の新設 

そ
の
他 

諸室 

その他 

◎非構造部材の耐震化 
 

◎管理諸室の内装改修 
◎給食室の空調設置 

○給食室のドライ化 

バ リ ア フ リ
ー 

－ 

◎避難所動線の整備（手すり
設置・段差解消等） 

◎ＥＶ設置 

●屋外トイレのバリアフリ
ー化 

注） ◎ 原則実施します。 

● 調査の結果、必要に応じて実施します。 

○ 学校の状況を踏まえ、実施を検討します。 

 
項
目 

区分 
部位等   

教育環境向上工事 

構
造
躯
体 

 － 

外
部 

屋上 － 

外壁 ○景観や学校の特色に配慮した外壁デザイン 

設備 － 

環境 

◎緑化推進（壁面緑化、樹木の老朽化に伴う更新等） 

◎ビオトープ、菜園の整備 
○太陽光発電設備の設置及び見える化モニター設置 

安全・安心 
◎安全面の機能向上（各階冷水機設置、防犯カメラの整備、

門・出入口のオートロック、教室の内鍵設置等） 

その他 ◎全天候型グラウンド（人工芝、ゴムチップ舗装） 

内
部
ᶝ
屋
内
ᶞ 

教室 

◎普通教室、特別教室のリニューアル 
◎汎用性の高い設え （少人数教室、多目的室の整備、普通教

室への転用等を想定した設え） 
○ICT 環境の充実（短焦点プロジェクター設置等） 
○収納スペースの拡充（教室内ランドセルロッカーサイズの

適正化） 

一部修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部修正 
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廊下・階段 
◎廊下・階段のフロア別色分け等の内装改修 
◎水飲み場の更新 

◎掲示スペースの充実 

トイレ 
◎トイレ整備（内装改修、ドライ化、手洗い水栓の自動化等） 
◎バリアフリートイレの設置 

設備 
◎居室の全熱交換器の新設 
◎ICT 環境の充実（無線 LAN や多機能電話回線の再整備） 

そ
の
他 

諸室 
その他 

●職員室等管理諸室のレイアウト変更 
●合理的なゾーニング（スムーズな動線による諸室配置、管

理諸室の集約等） 

●オープンスペースや多目的ホールの整備 

バ リ ア フ リ

ー 

◎児童生徒動線のバリアフリー化（昇降機等の設置） 

◎わかりやすいサインの整備 

注） ◎ 原則実施します。 

● 調査の結果、必要に応じて実施します。 

※3 現状のグラウンドが人工芝舗装の学校については、学校と協議・調整の上、グラウ

ンド舗装について決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 財政計画と長寿命化の効果 

１ 財政計画 

（１）資金の調達 

学校の改築、リノベーションは、その事業規模から多大な経費

を必要とし、長期にわたり継続する事業であることから、計画的

に財源を確保する必要があります。 

改築及びリノベーションの事業費の財源は、国庫支出金、特別

区債、基金、一般財源とします。 

特に学校施設は８０年以上という長期にわたり使用が可能な

廊下・階段 
◎廊下・階段のフロア別色分け等の内装改修 
◎水飲み場の更新 

◎掲示スペースの充実 

トイレ 
◎トイレ整備（内装改修、ドライ化、手洗い水栓の自動化等） 
◎車いす対応トイレの設置 

設備 
◎居室の全熱交換器の更新 
○ICT 環境の充実（無線 LAN や多機能電話回線の再整備） 

そ
の
他 

諸室 
その他 

○職員室等管理諸室のレイアウト変更 
○合理的なゾーニング（スムーズな動線による諸室配置、管

理諸室の集約等） 

○オープンスペースや多目的ホールの整備 

バ リ ア フ リ

ー 

◎児童生徒動線のバリアフリー化（昇降機等の設置） 

◎わかりやすいサインの整備 

注） ◎ 原則実施します。 

● 調査の結果、必要に応じて実施します。 

○ 学校の状況を踏まえ、実施を検討します。 

 

 

第５章 財政計画と長寿命化の効果 

１ 財政計画 

（１）資金の調達 

学校の改築、リノベーションは、その事業規模から多大な経費

を必要とし、長期にわたり継続する事業であることから、計画的

に財源を確保する必要があります。 

改築及びリノベーションの事業費の財源は、国庫支出金、特別

区債、基金、一般財源とします。 

特に学校施設は８０年以上という長期にわたり使用が可能な

一部修正 
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施設です。そのため、改築、リノベーションに係る経費は、現役

世代だけで負担するのではなく、将来世代と負担を公平に分けあ

うことが大切です。また、毎年度の経費の負担を平準化すること

も重要です。 

金利の状況や健全な財政を維持するために公債費比率（区の歳

出に占める借金返済金の割合）の将来推移を注視しながら、計画

的に特別区債を活用します。 

また、北区では小・中学校の多くが今後一斉に更新時期を迎え

ることに備え、平成１２（２０００）年度に学校改築等基金（区

の特定目的の貯金）を設置し、令和６（２０２４）年度までに約

４００億円を積み立て、今後の学校改築等による財政需要に備え

ています。 

今後も引き続き、毎年度一定額を計画的に積み立てることで、

改築事業、リノベーション事業をより確実に推進していきます。 

 

（２）事業費 

① １校あたりの事業費  

１校あたりの改築事業費は、学校施設（クラス数等）の規模や

敷地条件、改築手法等により異なります。また、リノベーション

の事業費は改修内容によって異なります。 

本計画では、標準規模（小学校各学年２クラス）の学校施設の

事業費とその財源内訳を以下に示します（備品購入費や、個別に

対応の必要が生じる土壌汚染対策、埋蔵文化財調査等の経費は含

みません）。 

 

施設です。そのため、改築に係る経費は、現役世代だけで負担す

るのではなく、将来世代と負担を公平に分けあうことが大切で

す。また、毎年度の経費の負担を平準化することも重要です。 

 

金利の状況や健全な財政を維持するために公債費比率（区の歳

出に占める借金返済金の割合）の将来推移を注視しながら、計画

的に特別区債を活用します。 

また、北区では小・中学校の多くが今後一斉に更新時期を迎え

ることに備え、平成１２年度に学校改築等基金（区の特定目的の

貯金）を設置し、令和元年度までに約１４０億円を積み立て、今

後の学校改築による財政需要に備えています。 

 

今後も引き続き、毎年度一定額を計画的に積み立て、改築事業

をより確かなものとしていきます。 

 

（２）事業費 

① １校あたりの事業費  

１校あたりの改築事業費は、学校施設（クラス数等）の規模や

敷地条件、改築手法等により異なります。また、リノベーション

の事業費は改修内容によって異なります。 

本計画では、標準規模（小学校の場合各学年２クラス、中学校

の場合各学年３クラス）の学校施設の事業費とその財源内訳を以

下に示します（備品購入費や、個別に対応の必要が生じる土壌汚

染対策、埋蔵文化財調査等の経費は含みません）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 

 

 

一部修正 
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※上記事業費については、令和７（２０２５）年度までの改築事業、

リノベーション改修事業の実績に基づき算出しています。 

 

② 事業費の財源 

 

 

 

 

 

 

改 築 

総事業費 ６４．３億円 

内訳 

設計等 ２．２億円 

工事監理 １．３億円 

新築工事 ５５．３億円 

解体工事等 ５．５億円 

※新築工事は６，０００㎡規模を想定 

リノベーション 

総事業費 ２７．８億円 

内訳 

設計等 １．３億円 

工事監理 １．０億円 

工事 ２５．５億円 

※１２クラス規模の小学校を想定 
  （４，９００㎡程度） 
 

 

改 築 

総事業費 ６４．３億円 

内訳 

国庫支出金 ４．５億円 

特別区債 ３３．２億円 

基金 ２４．０億円 

一般財源 ２．６億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記事業費については、平成３０年度時点の改築事業、リフレッシ

ュ改修事業の実績を基に積み上げています。 

 

② 事業費の財源 

 

 

 

 

 

 

改 築 

総事業費 ４５．９億円 

内訳 

設計等 ２億円 

工事監理 １億円 

新築工事 ４０億円 

解体工事等 ２．９億円 

※新築工事は８，０００㎡規模を想定 

リノベーション 

総事業費 １４．２億円 

内訳 

設計等 ０．７億円 

工事監理 ０．５億円 

工事 １３億円 

※１２クラス規模の小学校を想定 
            
※校庭整備を除く（学校施設整備費） 

※仮設校舎の設置除く 

改 築 

総事業費 ４５．９億円 

内訳 

国庫支出金 ０．９億円 

特別区債 ２５億円 

基金 １９億円 

一般財源 １億円 

 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部修正 

 

 

更新 
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③ コスト縮減 

今後、限られた期間と財源の中で事業を確実に進めるために、

「北区立小・中学校整備方針」に基づき学校施設の整備を進め、

教育環境の充実を図りながら、一方では不断の取組として、令和

７（２０２５）年３月に策定した「北区区有施設整備基本指針」

を踏まえ、あらゆる角度から建築コストの縮減（費用対効果の最

適化）を図ります。 

 

２ 平準化の効果 

平準化の効果を検証するため、従来の長寿命化サイクル（８０

年）に沿って毎年改築等を行う場合を「従来型Ⅰ、Ⅱ （毎年着手）」、

平準化を目指し長寿命化サイクルに沿って隔年で改築等を行う

場合を「平準化型 （隔年着手）」として、今後４０年間の更新費用

を試算し比較しました。 

 

 

 

 

リノベーション 

総事業費 ２７．８億円 

内訳 

国庫支出金 ３．５億円 

特別区債 １５．２億円 

基金 ７．０億円 

一般財源 ２．１億円 

 

 

 

 

 

 

 

③ コスト縮減 

今後、限られた期間と財源の中で事業を確実に進めるために

は、「北区立小・中学校整備方針」に基づき学校施設の整備を進め

教育環境の充実を図りながら、一方では不断の取組としてあらゆ

る角度から建築コストの縮減（費用対効果の最適化）を図ります。 

 

 

 

２ 長寿命化の効果 

長寿命化の効果を検証するため、従来の更新周期（６５年）に

沿って改築等を行う場合を「従来型」、新たな目標使用年数を踏ま

えた長寿命化サイクルに従う場合を「長寿命化型」として、今後

４０年間の更新費用を試算し比較しました。 

 

 

 

 

 

リノベーション 

総事業費 １４．２億円 

内訳 

国庫支出金 ３億円 

特別区債 ７億円 

基金 ３億円 

一般財源 １．２億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部追加 

 

 

 

 

内容変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

新 旧 備考等 

（１）従来型Ⅰ（毎年着手）の見通し 

試算にあたっての工事単価は、過年度の計画の単価を踏襲した

ものです。使用期間を８０年として改築を行った場合、今後４０

年間のコストは約１，３４６億円（約３３．７億円／年）となり

ます。 

【維持更新コスト（従来型Ⅰ）】 

項目 単価（千円/㎡） 期間（年） 備考 

大規模改修 １２５ １ ２５年目 

大規模改修（教育

環境向上を含む） 
１５０ １ ５０年目 

改築 ５４０ ３  

リノベーション ３００ ３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 
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■試算条件  

・更新時期については、「校舎」の建築年度を基準とした。 

・更新等期間についは、大規模改修は１年、リノベーション及び改築

は３年を基本とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）従来型Ⅱ（毎年着手）の見通し 

試算にあたっての工事費単価は、区が過去に発注した工事等を

参考に算出したものです。使用期間を８０年として改築を行った

場合、今後４０年間のコストは約２，５８２億円（約６４．６億

円／年）となります。 

 

また、令和１５年（２０３３年）には単年度で約１７３億円の

事業費が必要となるなど、従来の計画での整備を継続することは

財政的にも困難が予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）従来型の見通し 

試算にあたっての工事費単価は、区が過去に発注した工事等を

参考に算出したものです。使用期間を６５年として改築を行った

場合、今後４０年間のコストは１，３６8 億円（約３４．２億円

／年）となり、過去の施設関連経費の平均額２６．１億円の約１．

３倍となります。 

また、令和２年（２０２０年）からの１０年間に、既存校の改

築事業が試算上のピークを迎えるほか、２０３０年には単年度で

約１７８億円の事業費が必要となるなど、従来の改築（建替）中

心の整備を継続することは財政的にも困難が予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容変更 
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【維持更新コスト（従来型Ⅱ）】 

項目 単価（千円/㎡） 期間（年） 備考 

大規模改修 ２６０ １ ２５年目 

大規模改修（教育

環境向上を含む） 
３６０ ２ ５０年目 

リノベーション ８６０ ３  

改築 ８５０ ３  

■試算条件  

・更新時期については、経過年数が一番古い棟を基準とした。 

 

 

・更新等期間についは、大規模改修は１年、大規模改修（教育環境向

上を含む）は２年、リノベーション及び改築は３年を基本とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【維持更新コスト（従来型）】 

大規模改修 

（千円／㎡） 

リフレッシュ改修 

（千円／㎡） 

改築 

（千円／㎡） 

１２５ ９５ ５４０ 

※改築費用には解体費（４０千円／㎡）を含みます。 

 
 

■試算条件 

・更新時期については、経過年数が古い棟を基準とし、学校施設の老

朽化調査実施時点（平成３０年度）の施設保有面積に上記の単価を

乗じて算出。 

・更新等期間については、大規模改修は１年、リフレッシュ改修及び

改築は２年を基本とした。 
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（３）平準化型（隔年着手）による効果 

従来型と同様に、区が過去に発注した工事等を参考に設定した

工事単価を用いた試算の結果、平準化型では４０年間のコストは

約２，０２１億円（約５０．５億円／年）となり、従来型と比較

すると工事費削減効果があるといえます。 

また、従来型では令和１５（２０３３）年のように費用が著し

く突出するのに対し、平準化型では、単年度ごとの負担が平準化

されます。 

 

 

 

 

【維持更新コスト（平準化型）】 

項目 単価（千円/㎡） 期間（年） 備考 

大規模改修 ２６０ １ ２５年目 

大規模改修（教育

環境向上を含む） 
３６０ ２ ５０年目 

リノベーション ５２０ １５  

改築 ８５０ ３  

 

■試算条件  

・リノベーションは移転工事とし、また「４ リノベーションの整備

水準」に基づいて単価を算出した。 

・更新時期については、経過年数が一番古い棟を基準とした。 

・更新等期間についは、大規模改修は１年、大規模改修（教育環境向

上を含む）は２年、リノベーションは１．５年、改築は３年を基本

とした。 

 

 

（２）長寿命化型による効果 

従来型と同様に、区が過去に発注した工事等を参考に設定した

工事単価を用いた試算の結果、長寿命化型では４０年間のコスト

は約１，２３2 億円（約３０．８億円／年）となり、従来型と比

較すると工事費削減効果があるといえます。 

また、従来型では２０３０年と２０３１年のように費用が著し

く突出するのに対し、長寿命化型では、単年度ごとの負担が平準

化されます。 

そのほか、リノベーションでは外壁等のコンクリートの解体工

事が発生しないことから産業廃棄物の排出量は改築に比べて大

きく削減できます。 

 

【維持更新コスト（長寿命化型）】 

大規模改修 

（千円／㎡） 

リノベーション 

（千円／㎡） 

改築 

（千円／㎡） 

１２５～１５０ ３００ ５４０ 

※改築費用には解体費（４０千円／㎡）を含みます。 

 

 

 

■試算条件 

・更新時期については、新たな目標使用年数を踏まえた平準化シミュ

レーションに従い、従来型と同一の施設保有面積に上記の単価を乗

じて算出。 

・更新等期間については、大規模改修は１年、リフレッシュ改修及び

改築は２年、リノベーションは３年を基本とした。 

 

 

内容変更 
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３ 長寿命化による平準化シミュレーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 長寿命化による平準化シミュレーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 51 52 53 54 55 56 57

都の北 校

堀船中 新 新

赤羽台西小 新 新 新 解 校 校

十条小 新 新 新 新

滝野川第五小 ⇒ 解 新 新 新

K1学校 着 ⇒ 解 新 新

K2学校 着 ⇒ 解 新 新 大
K3学校 着 ⇒ 解 新 新

K4学校 着 ⇒ 解 新 新

K5学校 着 ⇒ 解 新 新

K6学校 着 ⇒ 解 新 新

K7学校 着 ⇒ 解 新 新 大
K8学校 着 ⇒ 解 解 新 大
K9学校 着 ⇒ 解 新 新 大
谷端小 RN 着

豊川小 RN

王子第五小 RNRNRN

岩淵小 RNRNRN

滝野川第三小 着 RNRN

K10学校 着 RNRN

K11学校 着 RNRN

K12学校 着 RNRN

K13学校 着 RNRN

K14学校 着 RNRN

K15学校 着 RNRN 新 新

K16学校 着 RNRN ⇒ 解 新 新

K17学校 着 RN RN 着 ⇒ 解 新 新

K18学校 着 ⇒ 解 新 新 大

K19学校 着 ⇒ 解

K20学校 大 大
K21学校 大 大
K22学校 大
K23学校 大
K24学校 大
K25学校 大
K26学校 大
K27学校 大 長
K28学校 大 長 長
K29学校 大 長 長
K30学校 大 長 長
K31学校

K32学校

K33学校

K34学校

※コスト試算上のシミュレーションのため、実際の事業計画と異なる場合があります。

【凡例】 RN  リノベーション改修 長  大規模改修（教育環境向上含む） 着  事業着手

大  大規模改修（機能回復） 解  解体 新  新築工事 校  校庭工事

令　和
学校名

（

省
略

）
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第６章 長寿命化計画の推進に向けて 

１ 推進体制 

長寿命化計画の推進にあたっては、関係部署が、その意義と目

標を共有し、効率的かつ効果的な実施に向けて連携を図っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 情報の蓄積と活用 

今後の学校施設整備を効果的に進めていくためには、策定した

実施計画を適切に更新していくための施設情報が必要となりま

す。また、学校施設の状況把握のため、日常的・定期的点検など

の結果や修繕、改修等の実績情報を適切に記録していくことが必

要です。 

各種法定点検等の記録を蓄積していくとともに、一元化された

情報を活用することで、効率的かつ効果的な施設管理の実施を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

第６章 長寿命化計画の推進に向けて 

１ 推進体制の確保 

長寿命化計画の推進にあたっては、関係部署が、その意義と目

標を共有し、効率的かつ効果的な実施に向けて連携を図っていく

こととします。 

特に、リノベーション事業においては、学校活動を行いながら

複数年にわたる工事を継続することから、学校活動に与える影響

を最小限にとどめながら計画的かつ効率的に事業を実施するた

め、計画、工事を所管する関係部署と学校の会議体（リノベーシ

ョン推進連絡会）を組織して密接な連携を図ることとします。 

 

 

２ 情報の蓄積と活用 

今後の学校施設整備を効果的に進めていくためには、策定した

実施計画を適切に更新していくための施設情報が必要となりま

す。また、学校施設の状況把握のため、日常的・定期的点検など

の結果や修繕、改修等の実績情報を適切に記録していくことが必

要です。 

各種法定点検等の記録を蓄積していくとともに、一元化された

情報を活用することで、効率的かつ効果的な施設管理の実施を図

ります。 
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３ 維持管理等の手法 

学校施設の長寿命化を図るためには、計画的な改修工事に加え

て、施設の維持管理（日常点検・法定点検、保守や清掃、情報管

理）を行うことが重要です。 

これにより、施設の劣化状況の変化を詳細に把握することがで

きるほか、より早く不具合等に対処することができます。 

今後の改修等について、必要な内容を計画化することで、予防

保全に重点を置きつつ、事後保全も考慮し、施設の管理を行うこ

とが重要と考え、良好な教育環境の維持とコストの平準化を図り

ます。 

 

 

 

３ 維持管理等の手法 

学校施設の長寿命化を図るためには、計画的な改修工事に加え

て、施設の維持管理（日常点検・法定点検、保守や清掃、情報管

理）を行うことが重要です。 

これにより、施設の劣化状況の変化を詳細に把握することがで

きるほか、より早く不具合等に対処することができます。 

今後の改修等について、必要な内容を計画化することで、予防

保全に重点を置きつつ、事後保全も考慮し、施設の管理を行うこ

とが重要と考え、良好な教育環境の維持とコストの平準化を図り

ます。 
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資 料 編 

 

資料１ 用語の解説 

 

資料２ 学校施設整備方針・長寿命化計画検討委員会設置要綱 

 

資料３ 検討委員会・作業部会の検討経過 

 

資料４ 学校施設の老朽化状況の調査方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 

 

資料１ 用語の解説 

 

資料２ 学校施設整備方針・長寿命化計画検討委員会設置要綱 

 

資料３ 検討委員会検討経過 

 

資料４ 学校施設の老朽化状況の調査方法 
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資料１ 用語の解説 

 

あ
行 

維持管理 

建物や設備の点検・診断等を行い、必要に応

じて修繕等を行うことで、建物や設備の性能

や機能を良好な状態に保つこと。 

P.10 

居ながら改修

（改築） 

仮移転せずに施設運営を継続しながら、改修

（改築）工事を行うこと。 

P.11

（P.19） 

オープンスペ

ース 

学級単位の授業や活動を超えた、多様な活動

に対応できる共用空間のこと。 
P.23 

か
行 

改修 
劣化した建築物の機能・性能を当初の性能以

上に改善すること。 
P.1 

改築 
今まであった建物を取り壊して、用途も規模

もほぼ同程度の建物を建てること。 
P.1 

学校施設台帳 

各学校施設の規模、配置及び平面図など、基

礎的な数値や諸室配置等がまとめられた帳

簿のこと。 

P.5 

旧耐震基準 

建築物の設計において適用される地震に耐

えることのできる構造の基準で、1981 （昭

和 56）年 5 月 31 日までの建築確認におい

て適用されていた基準をいう。 

P.8 

キュービクル 
高圧受電設備を収容し、配電システムを管理

するための金属製の箱型設備のこと。 
P.22 

狭あい道路 

主に幅員 4m 未満の道路のこと。国土交通

省の補助事業（狭あい道路整備等促進事業）

では、建築基準法第 42 条第 2 項・第 3 項

の指定を受けた道路、未指定の通路などを狭

あい道路としている。 

P.15 

健全度 

各建物の５つの部位（屋根・屋上、外壁、内

部仕上、電気設備、機械設備）について劣化

状況を４段階で評価し、建物全体の総合評価

として 100 点満点で数値化した評価指標。

【資料４参照】 

P.9 

コンクリート

強度 

コンクリートの品質規定の 1 つであり、材

料が圧縮力を受けて破壊するときの最大強

さを単位面積当たりの力で表した値のこと。 

P.11 

さ
行 

修繕 
建築物の機能・性能を当初の性能水準まで近

づくように回復させること。 
P.30 

資料１ 用語の解説 

 

あ
行 

維持管理 

建物や設備の点検・診断等を行い、必要に応じて

修繕等を行うことで、建物や設備の性能や機能

を良好な状態に保つこと。 

P.10 

居ながら改修 
仮移転せずに施設運営を継続しながら、改修工

事を行うこと。 
P.15 

か
行 

改修 
劣化した建築物の機能・性能を当初の性能以上

に改善すること。 
P.27 

学校施設台帳 

各学校施設の規模、配置及び平面図など、基礎的

な数値や諸室配置等がまとめられた帳簿のこ

と。 

P.5 

旧耐震基準 

建築物の設計において適用される地震に耐える

ことのできる構造の基準で、1981（昭和 56）

年 5 月 31 日までの建築確認において適用され

ていた基準をいう。 

P.8 

狭あい道路 

主に幅員 4m 未満の道路のこと。国土交通省の

補助事業（狭あい道路整備等促進事業）では、建

築基準法第 42 条第 2 項・第 3 項の指定を受け

た道路、未指定の通路などを狭あい道路として

いる。 

P.15 

健全度 

各建物の５つの部位（屋根・屋上、外壁、内部仕

上、電気設備、機械設備）について劣化状況を４

段階で評価し、建物全体の総合評価として 100

点満点で数値化した評価指標。【資料４参照】 

P.9 

コンクリート

強度 

コンクリートの品質規定の 1 つであり、材料が

圧縮力を受けて破壊するときの最大強さを単位

面積当たりの力で表した値のこと。 

P.11 

さ
行 

修繕 
建築物の機能・性能を当初の性能水準まで近づ

くように回復させること。 
P.27 

新耐震基準 

建築物の設計において適用される地震に耐える

ことのできる構造の基準で、1981（昭和 56）

年 6 月 1 日に耐震基準が大きく改正され、以降

の建築確認において適用されている基準のこ

と。 

P.8 
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新耐震基準 

建築物の設計において適用される地震に耐

えることのできる構造の基準で、1981 （昭

和 56）年 6 月 1 日に耐震基準が大きく改

正され、以降の建築確認において適用されて

いる基準のこと。 

P.8 

ゾーニング 
各室・空間を用途や機能に合わせて決めるこ

と。 
P.23 
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た
行 

耐久設計基準

強度 

設計対象の構造物を供用する計画期間に応じて

定める、コンクリートの強度のこと。 
P.11 

耐用年数 

建物・機械など固定資産の税務上の減価償却を行

うにあたって、減価償却費の計算の基礎となる年

数のこと。 

P.1 

中性化 

本来、高アルカリ性であるコンクリートが中性に

近づく現象であり、鉄筋コンクリート構造物の内

部の鋼材の耐腐食性が低下する要因となる。 

P.22 

定期点検 

（ １ ２ 条 点

検） 

建築基準法に基づき、危険を未然に防止するため

に、建築物並びに建築物の昇降機及び昇降機以外

の建築設備等について、施設管理者等が安全性や

適法性を確保されていることを定期的に点検す

る制度のこと。 

P.12 

ドライ化 

床に水を流さずに乾いた状態で調理や洗浄作業

を行う方式で、床面を乾いた状態に保つことで、

雑菌の繁殖を防止するなど衛生面に配慮した床

仕上げのこと。 

P.23 

は
行 

PS 
パイプスペース（Pipe Space）の略で、主に建

物内の配管を通すための空間のこと。 
P.21 

ビオトープ 

ドイツ語で生き物(Bio)がありのままに生息活動

する場所(Top)を意味する合成語であり、地域在

来の昆虫などの生物の小生活圏として設けられ

た草地や池などの空間のこと。 

P.23 

保全 

建築物において、長期にわたりその機能の維持及

び耐久性の確保を図るために行う点検、保守、運

転、監視及び清掃を「維持保全」ととらえ、使用

目的に適合するように維持保全、「修繕」及び「改

修」すること。 

P.2 

や
行 

予防保全 

機能停止に至る前に、建築物の部位に応じた耐用

年数を考慮し、計画的に修繕・更新を行うことや、

劣化や不具合の兆候に応じて修繕・更新を行うこ

と。 

P.31 

ら
行 

リフレッシュ

改修 

改築校との施設面での教育環境の格差を解消し

ながら、より良好な教育環境を整備する視点にも

重きを置いて実施した大規模改修工事のこと。

「北区立小・中学校改築改修計画（平成２６年３

月策定）より」 

P.13 

リノベーショ

ン 

耐久性の向上や物理的な不具合を直すだけでな

く、建物の機能や性能向上を含む長寿命化を目的

とした大規模な改修工事のこと。 

P.1 

 

た
行 

耐久設計基準

強度 

設計対象の構造物を供用する計画期間に応じて

定める、コンクリートの強度のこと。 
P.11 

耐用年数 

建物・機械など固定資産の税務上の減価償却を行

うにあたって、減価償却費の計算の基礎となる年

数のこと。 

P.14 

中性化 

本来、高アルカリ性であるコンクリートが中性に

近づく現象であり、鉄筋コンクリート構造物の内

部の鋼材の耐腐食性が低下する要因となる。 

P.20 

定期点検 

（ １ ２ 条 点

検） 

建築基準法に基づき、危険を未然に防止するため

に、建築物並びに建築物の昇降機及び昇降機以外

の建築設備等について、施設管理者等が安全性や

適法性を確保されていることを定期的に点検す

る制度のこと。 

P.12 

ドライ化 

床に水を流さずに乾いた状態で調理や洗浄作業

を行う方式で、床面を乾いた状態に保つことで、

雑菌の繁殖を防止するなど衛生面に配慮した床

仕上げのこと。 

P.20 

は
行 

ビオトープ 

ドイツ語で生き物(Bio)がありのままに生息活動

する場所(Top)を意味する合成語であり、地域在

来の昆虫などの生物の小生活圏として設けられ

た草地や池などの空間のこと。 

P.21 

保全 

建築物において、長期にわたりその機能の維持及

び耐久性の確保を図るために行う点検、保守、運

転、監視及び清掃を「維持保全」ととらえ、使用

目的に適合するように維持保全、「修繕」及び「改

修」すること。 

P.2 

や
行 

予防保全 

機能停止に至る前に、建築物の部位に応じた耐用

年数を考慮し、計画的に修繕・更新を行うことや、

劣化や不具合の兆候に応じて修繕・更新を行うこ

と。 

P.28 

ら
行 

リフレッシュ

改修 

改築校との施設面での教育環境の格差を解消し

ながら、より良好な教育環境を整備する視点にも

重きを置いて実施した大規模改修工事のこと。

「北区立小・中学校改築改修計画（平成２６年３

月策定）より」 

P.9 
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資料２ 学校施設整備方針・長寿命化計画検討委員会設置要綱 

 

北区立小・中学校整備方針及び北区立小・中学校長寿命化計画 

改定検討委員会設置要綱 

 

 ７北教教施第１０５７号 

令和７年４月２９日教育長決裁 

 

（設置の目的） 

第１条 北区立小・中学校整備方針（令和元年６月改定。以下「整備方

針」という。）及び北区立小・中学校長寿命化計画（令和２年３月改定。

以下「長寿命化計画」という。）を改定するため、北区立小・中学校整

備方針及び北区立小・中学校長寿命化計画改定検討委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項を行う。 

 （１）整備方針に関すること。 

 （２）長寿命化計画に関すること。 

 （３）その他北区立の学校施設の整備又は長寿命化に関連する事項 

 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員

長又は副委員長は次の各号に掲げる職にある者とする。 

 （１）委員長  教育委員会事務局教育振興部長 

 （２）副委員長 子ども未来部長 

２ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その

職務を代理する。 

 

 

 

資料２ 学校施設整備方針・長寿命化計画検討委員会設置要綱 

 

学校施設整備方針・長寿命化計画検討委員会設置要綱 

 

 

 ３０北教教施第１２２４号 

平成３０年５月２５日教育長決裁 

 

（設置の目的） 

第１条 北区立の学校施設の整備方針及び長寿命化に関して、計画的

かつ効率的に推進するための総合的な検討を行い、北区立小・中学校

整備方針（以下「整備方針」という。）の改定及び（仮称）北区立小・

中学校施設長寿命化改築改修計画（以下「長寿命化計画」という。）を

策定するため、学校施設整備方針・長寿命化計画検討委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、前条の設置目的を達成するため、次に掲げる事項

を検討する。 

 （１）整備方針に関すること。 

 （２）長寿命化計画に関すること。 

 （３）その他関連する事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、教育長の任命する委員長、副委員長及び委員をも

って構成し、委員長又は副委員長は次の各号に掲げる職にある者とす

る。 

 （１）委員長  教育委員会事務局教育振興部長 

 （２）副委員長 教育委員会事務局子ども未来部長 

２ 委員は別表に掲げる職にあるものとする。 

３ 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その

職務を代理する。 

 

 

内容変更 
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（会議） 

第４条 委員会は、委員会を招集し、会議を主宰する。 

２ 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を

聴くことができる。 

 

 

（作業部会の設置） 

第５条 委員長は、委員会の下に専門的な事項を検討するための作業

部会を置くことができる。 

２ 作業部会の構成員は、委員長が委員会の意見を聴いて指名する。 

３ 作業部会は、委員会の方針に従い必要な事項を調査検討し、委員

会に報告する。 

 

（作業部会の運営） 

第６条 作業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長及び副部会長は、委員会が指名する。 

３ 部会長は、作業部会を招集し、会議を主宰する。 

 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、学校改築施設管理課及び営繕課に置く。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員

長が別に定める。 

 

 付 則 

１ この要綱は、令和７年４月９日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、整備方針及び長寿命化計画の改定の日限り、その効

力を失う。 

 

 

 

 

 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議を主宰

する。 

２ 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を

聴くことができる。 

 

（作業部会の設置） 

第５条 委員長は、委員会の下に専門的な事項を検討するための作業

部会を置くことができる。 

２ 作業部会の構成員は、委員会が指名する。 

３ 作業部会は、委員会の方針に従い必要な事項を調査検討し、委員

会に報告する。 

 

（作業部会の運営） 

第６条 作業部会に、部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長及び副部会長は、委員会が指名する。 

３ 作業部会は、部会長が招集する。 

 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、学校改築施設管理課及び営繕課に置く。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員

長が別に定める。 

 

 付 則 

この要綱は、平成３０年５月２５日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

委員会の委員 

（１） 政策経営部長 

（２） 総務部長 

（３） まちづくり部長 

（４） 小学校長会代表（１名） 

（５） 中学校長会代表（１名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第３条関係） 

委員長  教育委員会事務局教育振興部長 

副委員長 教育委員会事務局子ども未来部長 

委員    

（１） 政策経営部長 

（２） 総務部長 

（３） まちづくり部長 

（４） 教育委員会事務局教育振興部学校適正配置担当部長 

（５） 小学校長会代表（１名） 

（６） 中学校長会代表（１名） 

（７） 学識経験者（２名） 
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資料 3 検討委員会・作業部会の検討経緯 

回 日付 検討内容 

第 1 回 

検討委員会 

令和７年 

5 月 14 日（水） 
・改定の趣旨、検討内容について 

第 1 回 

作業部会 

令和 7 年 

5 月 20 日（火） 

・教育・社会環境の変化に対応した施設整備、

各種計画との整合性、必要諸室と適正規模に

ついて 

・事業期間、実施方針の見直しについて 

第 2 回 

検討委員会 

令和 7 年 

6 月 30 日（月） 

・アンケート結果の報告 

・作業部会の報告 

第 2 回 

作業部会 

令和 7 年 

7 月 17 日（木） 

・整備水準、整備項目について 

・老朽化の現状、財政計画、維持管理コスト、平

準化シミュレーションについて 

第 3 回 

検討委員会 

令和 7 年 

8 月 5 日（火） 
・作業部会の報告 

第 3 回 

作業部会 

令和 7 年 

8 月 27 日（水） 
・改定案について 

第 4 回 

検討委員会 

令和 7 年 

10 月 8 日（水） 
・改定案について 

 

 

 

 

 

 

検討委員会等構成 

◎倉林 巧    教育振興部長 

○髙木 俊茂   子ども未来部長 

大口 恵司   小学校長会代表（王子第五小学校長） 

鈴木 格也   中学校長会代表（堀船中学校長） 

藤野 浩史   政策経営部長 

小宮山 庄一  総務部長 

寺田 雅夫   まちづくり部長 

 

 

資料 3 検討委員会検討経緯 

回 日付 検討内容 

第 1 回 
平成 30 年 

6 月 6 日（水） 

・長寿命化計画の策定について 

・長寿命化計画策定の基礎となる学校施設の実態把

握について 

第 2 回 
平成 30 年 

10 月 15 日（月） 

・学校施設の課題について 

・長寿命化計画策定の基礎となる学校施設の実態把

握について 

第３回 
平成 31 年 

1 月 8 日（火） 

・学校施設の現地調査結果について 

・学校施設の目指すべき姿について 

第４回 
平成 31 年 

3 月 18 日（月） 

・老朽度調査結果と評価について 

・改築・改修の整備手法について 

第 5 回 
令和元年 

6 月 3 日（月） 

・計画上の目標使用年数について 

・整備水準について 

・施設の更新コストについて 

・中間報告（案）について 

第 6 回 
令和元年 

8 月 21 日（水） 

・長寿命化改修パターンの整理 

・改修工事内容及び整備メニューについて 

・維持更新コストについて 

・長寿命化改築・改修計画（案）の構成について 

第 7 回 
令和元年 

10 月 15 日（火） 

・リノベーションのコスト算出について 

・（仮称）北区立小・中学校長寿命化計画（骨子案）

について 

第８回 
令和元年 

11 月 8 日（金） 
・長寿命化計画（案）について 

第 9 回 
令和 2 年 

2 月１８日（火） 

・パブリックコメントの実施結果報告 

・長寿命化計画（案）の取りまとめについて 

 

学校施設整備方針・長寿命化計画検討委員会構成 

（平成 3０年度） 

◎田草川 昭夫  教育振興部長        ◎・・委員長 

○都築 寿満   子ども未来部長       ○・・副委員長 

山口 勝己   東京都市大学教授 

渋谷 泰史   小学校長会代表（浮間小学校長） 

井口 尚明   中学校長会代表（滝野川紅葉中学校長） 

中嶋 稔    政策経営部長 

中澤 嘉明   総務部長 

横尾 政弘   まちづくり部長 

木村 浩    教育振興部学校適正配置担当部長 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎・・委員長 

○・・副委員長 
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（令和元年度） 

◎小野村 弘幸  教育振興部長 

○早川 雅子   子ども未来部長 

山口 勝己   東京都市大学教授 

小島 みつる  小学校長会代表（西浮間小学校長） 

松本 洋人   中学校長会代表（十条富士見中学校長） 

中嶋 稔    政策経営部長 

中澤 嘉明   総務部長 

横尾 政弘   まちづくり部長 

木村 浩    教育振興部教育環境調整担当部長 
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資料４ 学校施設の老朽化状況の調査方法 

 

１．調査概要 

学校施設の老朽化状況については、区立小・中学校の校舎及び体育館

について目視を主体とした現地調査を実施し、部位別の劣化状況を確

認するとともに建物全体の健全度を確認した。 

 

２．調査対象 

区立小学校２５ 校、中学校１０ 校 

※現在、改築・リノベーション事業中の学校は除く 

（改築）都の北学園、堀船中、赤台西小、十条小、滝五小 

（リノベーション）谷端小、豊川小、王五小、岩淵小 

 

３．調査方法 

事前に各学校へヒアリングシートを配付し、劣化状況の判定に影響す

る事象について聞き取りを行い、現地調査の際に確認した。現地調査

は、令和７年５月１６日～６月２０日の期間で実施した。また、施設

の評価については、評価基準表を元に現地で評価した。 

 

＜調査で使用した資料＞ 

①対象学校施設ヒアリングシート ②劣化状況調査表 

③評価基準表 ④目視確認用資料 

 

４．調査事項 

（１）外部の劣化状況 

【屋上・屋根】 

確認部位 劣化状況 

校舎屋上防水 膨れ・剥がれ・破れ・穴開きなど 

アスファルト保護防水 ひび割れ、雑草、目地シーリングの損傷

など 

金属屋根、フェンス 錆・損傷・腐食など 

 

 

資料４ 学校施設の老朽化状況の調査方法 

 

１．調査概要 

学校施設の老朽化状況については、区立小・中学校の校舎及び体育館

について目視を主体とした現地調査を実施し、部位別の劣化状況を確

認するとともに建物全体の健全度を確認した。 

 

２．調査対象 

区立小学校 35 校、中学校 12 校 

 

 

 

 

３．調査方法 

事前に各学校へヒアリングシートを配付し、劣化状況の判定に影響す

る事象について聞き取りを行い、現地調査の際に確認した。現地調査

は、平成３０年１１月６日～２８日の期間で実施した。また、施設の

評価については、評価基準表を元に現地で評価した。 

 

＜調査で使用した資料＞ 

①対象学校施設ヒアリングシート ②劣化状況調査表 

③評価基準表 ④目視確認用資料 

 

４．調査事項 

（１）外部の劣化状況 

【屋上・屋根】 

確認部位 劣化状況 

校舎屋上防水 膨れ・剥がれ・破れ・穴開きなど 

アスファルト保護防水 ひび割れ、雑草、目地シーリングの損傷

など 

金属屋根、フェンス 錆・損傷・腐食など 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 

 

 

 

 

更新 
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【外壁】 

確認部位 劣化状況 

外壁 コンクリートの剥落、鉄筋の露出など 

外装材（モルタル・タイル・吹き付け材

などの仕上げ材） 

亀裂、浮き、剥離、ひび割れ及び破損な

ど 

建具枠、丁番など 腐食、変形、ぐらつきなど 

窓枠と外壁との隙間に施されているシー

リング材 

硬化、切れ、剥れなど 

（２）内部仕上げ、電気設備、機械設備の劣化状況 

確認部位 劣化状況 

内装（床・壁・天井）の劣化状況 亀裂やボード類の浮きや損傷 

雨漏りと思われるシミやカビ、塗装剥が

れなど 

設備機器 機器や架台の錆・損傷・腐食など 

漏水・漏油など 

給水・給湯等配管設備 赤水や異臭、経過年数など 

機器（調理機器等の備品を除く） 異音の有無や改修履歴の確認など 

 

５．部位別の劣化状況と総合評価としての健全度 

（１）外部の劣化状況【屋根・屋根、外壁】 

建築基準法 12 条点検や改修履歴等の机上調査を踏まえ、現地での

目視調査により４段階で評価した。 

（２）内部の劣化状況【内部仕上げ、電気設備、機械設備】 

工事履歴、改修履歴を参考に経過年数について整理した上で、現地

での目視調査を考慮し４段階で評価した。 

 

 

 

 

【外壁】 

確認部位 劣化状況 

外壁 コンクリートの剥落、鉄筋の露出など 

外装材（モルタル・タイル・吹き付け材

などの仕上げ材） 

亀裂、浮き、剥離、ひび割れ及び破損な

ど 

建具枠、丁番など 腐食、変形、ぐらつきなど 

窓枠と外壁との隙間に施されているシー

リング材 

硬化、切れ、剥れなど 

（２）内部仕上げ、電気設備、機械設備の劣化状況 

確認部位 劣化状況 

内装（床・壁・天井）の劣化状況 亀裂やボード類の浮きや損傷 

雨漏りと思われるシミやカビ、塗装剥が

れなど 

設備機器 機器や架台の錆・損傷・腐食など 

漏水・漏油など 

給水・給湯等配管設備 赤水や異臭、経過年数など 

機器（調理機器等の備品を除く） 異音の有無や改修履歴の確認など 

 

５．部位別の劣化状況と総合評価としての健全度 

（１）外部の劣化状況【屋根・屋根、外壁】 

建築基準法 12 条点検や改修履歴等の机上調査を踏まえ、現地での

目視調査により４段階で評価した。 

（２）内部の劣化状況【内部仕上げ、電気設備、機械設備】 

工事履歴、改修履歴を参考に経過年数について整理した上で、現地

での目視調査を考慮し４段階で評価した。 
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（３）健全度の算定 

健全度とは、４段階で評価を行った部位別の劣化状況を建物毎に

100 点満点で数値化した評価指標である。 

各部位の評価点と部位毎のコスト配分を下表のように定め、建物別、

棟毎に算定を行った。 

なお、各部位の評価点及び部位毎のコスト配分は、文部科学省の手

引き等に従って設定したものである。 

 

 

 
 

 

 
（３）健全度の算定 

健全度とは、４段階で評価を行った部位別の劣化状況を建物毎に

100 点満点で数値化した評価指標である。 

各部位の評価点と部位毎のコスト配分を下表のように定め、建物別、

棟毎に算定を行った。 

なお、各部位の評価点及び部位毎のコスト配分は、文部科学省の手

引き等に従って設定したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法 

12 条点検 
・外部 

・屋上・屋根 

・避難施設 等 

改修履歴 

（１）目視による評価 

【屋上・屋根、外壁】 

（２）経過年数による評価 

【内部仕上げ、電気設備、機械設備】 

改修履歴 劣化状況の評価 

良好 評価 基準 良好 評価 基準

A 概ね良好 A 20年未満

B
部分的に劣化
（安全上、機能上、問題なし）

B 20～40年

C
広範囲に劣化
（安全上、機能上、不具合発生の兆し）

C 40年以上

劣化

D

早急に対応する必要がある
（安全上、機能上、問題あり）
（躯体の耐久性に影響を与えている）
（設備が故障し施設運営に支障を与え
ている）等

劣化

D
経過年数に関わらず著しい劣化事象
がある場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法 

12 条点検 
・外部 

・屋上・屋根 

・避難施設 等 

改修履歴 

（１）目視による評価 

【屋上・屋根、外壁】 

（２）経過年数による評価 

【内部仕上げ、電気設備、機械設備】 

改修履歴 劣化状況の評価 

良好 評価 基準 良好 評価 基準

A 概ね良好 A 20年未満

B
部分的に劣化
（安全上、機能上、問題なし）

B 20～40年

C
広範囲に劣化
（安全上、機能上、不具合発生の兆し）

C 40年以上

劣化

D

早急に対応する必要がある
（安全上、機能上、問題あり）
（躯体の耐久性に影響を与えている）
（設備が故障し施設運営に支障を与え
ている）等

劣化

D
経過年数に関わらず著しい劣化事象
がある場合
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劣化状況調査票＜サンプル＞ 

 

劣化状況調査票＜サンプル＞ 

 

 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度）

●●㎡

1 屋根・屋上 ■ アスファルト保護防水 □ 降雨時に雨漏りがある

□ アスファルト露出防水 □ 天井等に雨漏り痕がある

□ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） □ 笠木・立上り等に損傷がある

■ その他の屋根 （ ） □ 樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

□ 既存点検等で指摘がある

2 外壁 ■ 塗仕上げ □ 鉄筋が見えているところがある

□ タイル張り、石張り □ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル □ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） □ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁 （ ） □ 大きな亀裂がある

□ 既存点検等で指摘がある

3 内部仕上 □ 老朽改修

(床・壁・天井) □ エコ改修 一部LEDだが、蛍光灯が多く使われている

(内部建具) □ トイレ改修 トイレブースのドアに傷みが見られる

(間仕切等) □ 法令適合

(照明器具) □ 校内ＬＡＮ

(エアコン)等 □ 空調設置 2008年設置

□ 障害児等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ 非構造部材の耐震対策

□ その他、内部改修工事

4 電気設備 □ 分電盤改修 1993年7月製造

□ 配線等の敷設工事

□ 昇降設備保守点検

□ その他、電気設備改修工事

5 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修 1993年大規模改修

□ 消防設備の点検

□ その他、機械設備改修工事

□

□

□

□

□

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）

昭和●● 年度（建築年度

地上●階　　地下●階

●●

延床面積

劣化状況
（複数回答可）

階数

調査日 令和７年６月●●日

建物名 校舎1 記入者 ●●

棟番号 002

評価
年度 工事内容 箇所数

特記事項

C

庇裏の劣化が著し

い。
バルコニー、避難階

段周りのひび割れ
が著しい。

外壁の汚れ、塗装
の剥離が多くみられ

る(塗装補修がパッ
チワーク状態)

EXP.J部のひび割
れ、汚れが著しい

D

屋上緑化以
外のところに
草が茂り、泥
だまりが多く

みられ、ドレン
につまりが見
られる。目地
にも草が入り
込んでいる。屋上緑化

部位
仕様

（該当する項目にチェック）

工事履歴（部位の更新）

通し番号

学校名 ●●小学校 学校番号

構造種別 RC造

健全度

47

評価特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項）改修・点検年度修繕・点検項目部位

C

B

B

壁の爆裂、ひび割れ、漏水跡が多くみられる。給食室の床に剥離が見られる。

100点



 

62 

新 旧 備考等 

評価基準表 

 

 

 

 

評価基準表 

 

 

更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⬛屋根・屋上 

評価 

仕様  
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

アスファルト 

保護防水 

良好 

部分的に、ひび割れ、変質、排水不

良、目地シーリングの損傷がある。 

広範囲に、ひび割れ、変質、排水不

良、土砂の堆積、雑草、目地シーリ

ングの損傷が見られ、最上階天井に

漏水痕がある。 

広範囲に、損壊、幅広のひび割れ、

排水不良があり、最上階天井に漏水

が複数箇所ある。 

汚れている程度 

改修後 10 年以内 

アスファルト 

露出防水 

良好 

部分的に、ふくれ、変質（摩耗）、排

水不良がある。 

広範囲に、ひび割れ、変質（摩耗）、

排水不良、土砂の堆積、雑草が見ら

れ、最上階天井に漏水痕がある。 

広範囲に、破断、損壊、下地露出、

幅広のひび割れがあり、最上階天井

に漏水が複数箇所ある。 

汚れている程度 

改修後 10 年以内 

シート防水 

良好 

部分的に、ふくれ、しわ、変質（摩

耗）、排水不良がある。 

広範囲に、ふくれ、しわ、穴あき、

変質（摩耗）、排水不良、土砂の堆積、

雑草が見られ、最上階天井に漏水痕

がある 

広範囲に、破断、めくれ、下地露出

があり、最上階天井に漏水が複数箇

所ある 

汚れている程度 

改修後 10 年以内 

金属版 

（長尺、折板、 

平葺き） 

良好 
部分的に、塗装のはがれ、さび、変

質、シーリング材のひび、金物のさ

びがある。 

広範囲に、塗装のはがれ、さび、変

質、シーリング材のひび、取付金物

のさび、部分的な腐食・損壊があり、

最上階天井に漏水痕がある。 

広範囲に、さび、はがれ、腐食、取

付金物の損壊があり、最上階天井に

漏水が複数箇所ある。 

汚れている程度 

改修後 10 年以内 

塗膜防水 

良好 

部分的にふくれ、しわ、変質（スポ

ンジ状）、排水不良がある。 

広範囲に、ふくれ、しわ、穴あき、

変質（摩耗）、排水不良、土砂の堆積、

雑草が見られ、最上階天井に漏水痕

がある。 

広範囲に、破断、めくれ、下地露出

があり、最上階天井に漏水が複数箇

所ある。 

汚れている程度 

改修後 10 年以内 

 

⬛外壁 

評価 

仕様 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

塗り仕上げ 

良好 

部分的に、ひび割れ・変質・浮き・

さび汁がある。 

広範囲に、ひび割れ・亀甲状のひび

割れ・変質・浮き・剥がれ・さび汁

があり、小規模な漏水がある。 

広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび

割れがあり、内部の床に水たまり、

漏水が複数箇所ある。 

汚れている程度 

改修後 10 年以内 

タイル貼り 

石張り 

良好 
部分的に、ひび割れ・変質・浮き・

はらみ・さび汁・シーリング材のひ

びがある。 

広範囲に、ひび割れ・変質・浮き・

はらみ・さび汁・シーリング材のひ

びがあり、小規模な漏水がある。 

広範囲に、剥落・爆裂・幅広のひび

割れがあり、内部の床に水たまり、

漏水が複数箇所ある。 

汚れている程度 

改修後 10 年以内 

金属系パネル 

良好 

部分的に、さび・変質・シーリング

材のひびがある。 

広範囲に、さび・変質・シーリング

材のひび・取付金物のさびがあり、

小規模な漏水がある。 

広範囲に、さび・腐食・ぐらつき・

取付金物の腐食があり、内部の床に

水たまり、漏水が複数箇所ある。 

汚れている程度 

改修後 10 年以内 

セメント系 

パネル 

良好 

部分的に、ひび割れ・変質・欠損・

シーリング材のひびがある。 

広範囲に、ひび割れ・変質・シーリ

ング材のひび・取付金物のさびがあ

り、小規模な漏水がある。 

欠落・ぐらつき・取付金物の腐食・

シーリング材の欠落があり、内部の

床に水たまり、漏水が複数箇所あ

る。 

汚れている程度 

改修後 10 年以内 

窓 

（サッシ） 

良好 

部分的に、変形・変質・シーリング

材の硬化。 

全体的に、変形・変質・さび・シー

リングの硬化・ひび割れが見られ

る。 

全体的に腐食・損壊・開閉不良があ

り、漏水がある。 
汚れている程度 

改修後 10 年以内 
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目視による評価の具体例 

【屋根・屋上】 

文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」及び「学

校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」に示されている評価方法

の凡例を基に、現地調査を実施し、劣化状況を４段階で評価した。 

 
【外壁】 

 
 

 

目視による評価の具体例 

【屋根・屋上】 

文部科学省の「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」及び「学

校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」に示されている評価方法

の凡例を基に、現地調査を実施し、劣化状況を４段階で評価した。 

 
【外壁】 
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